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(第 1条 関係 )寒 川町 指定 地域 密着 型サー ビス に係 る基 準を定 める 条例 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

目 次  目 次  

第 1章～第 10章  (略 ) 第 1章～第 10章  (略 ) 

第 11章  複 合型サ ービ ス              第 11章  看 護小規 模多 機能 型居 宅介護  

(定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 従

業 者の 員数 ) 

(定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 従

業 者の 員数 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 8条  （ 略）  第 8条  （ 略）  

2 オペレ ータ ーは、看 護師、介護 福祉士

そ の 他 町 長 が 定 め る 者 (以 下 こ の 章 に お

い て「 看護 師、介 護福祉 士等 」と いう。)

を も っ て 充 て な け れ ば な ら な い 。 た だ

し、利用 者の 処遇に 支障 がな い場 合であ

っ て、提供 時間 帯を通 じ て 、看 護師 、介

護 福 祉 士 等 又 は 前 項 第 4号 ア の 看 護 職 員

と の連 携を 確保し てい ると きは、サービ

ス 提 供 責 任 者 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事

業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

(平 成 1 1年 厚 生 省 令 第 3 7号 。 以 下 「 指 定

居 宅サ ービ ス等基 準」と いう 。)第 5条第

2項 の サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 又 は 指 定 介 護

予 防サ ービ ス等の 事業 の人 員、設 備及び

運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に

係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の

方 法 に 関 す る 基 準 (平 成 1 8年 厚 生 労 働 省

令 第 35号。以下「指 定介 護予 防サ ービス

等 基 準 」 と い う 。 )第 5条 第 2項 の サ ー ビ

ス 提 供 責 任 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 業

務 に 3年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 を

も って 充て ること がで きる 。  

2 オペレ ータ ーは、看 護師、介護 福祉士

そ の 他 町 長 が 定 め る 者 (以 下 こ の 章 に お

い て「 看護 師、介 護福祉 士等 」と いう。)

を も っ て 充 て な け れ ば な ら な い 。 た だ

し、利用 者の 処遇に 支障 がな い場 合であ

っ て、提供 時間 帯を通 じて 、看 護師 、介

護 福 祉 士 等 又 は 前 項 第 4号 ア の 看 護 職 員

と の連 携を 確保し てい ると きは、サービ

ス 提 供 責 任 者 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事

業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

(平 成 1 1年 厚 生 省 令 第 3 7号 。 以 下 「 指 定

居 宅サ ービ ス等基 準」と いう 。)第 5条第

2項 の サ ー ビ ス 提 供 責 任 者             

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

            を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 業

務 に 3年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 を

も って 充て ること がで きる 。  

3・ 4 （略 ）  3・ 4 （略 ）  

5 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事 業 所             に 次 の 各 号 に 掲

げ る い ず れ か の 施 設 等 が 併 設 さ れ て い

る 場合 にお いて、当 該施 設等 の入 所者等

の 処遇 に支 障がな い場 合は、前項 本文の

規 定 に か か わ ら ず 、 午 後 6時 か ら 午 前 8

時 まで の間 におい て、当 該施 設等 の職員

を オ ペ レ ー タ ー と し て 充 て る こ と が で

き る。  

5 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事 業 所 の 同 一 敷 地 内 に 次 の 各 号 に 掲

げ る い ず れ か の 施 設 等 が あ る          

 場 合 に お い て 、 当 該 施 設 等 の 入 所 者 等

の 処遇 に支 障がな い場 合は、前項 本文の

規 定 に か か わ ら ず 、 午 後 6時 か ら 午 前 8

時 まで の間 におい て、当 該施 設等 の職員

を オ ペ レ ー タ ー と し て 充 て る こ と が で

き る。  
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(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

( 5 ) 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事

業 所 (第 1 12条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 認

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い

う。第 66条第 1項、第 67条、第 84条 第 6

項 第 1号、第 85条 第 3項 及び 第 86条にお

い て同 じ。 ) 

( 5 ) 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事

業 所 (第 1 12条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 認

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い

う。第 66条第 1項、第 67条、第 84条 第 6

項      、第 85条 第 3項 及び 第 86条にお

い て同 じ。 ) 

( 6 ) 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 (第 131条

第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 特 定

施 設を いう 。第 66条第 1項、第 67条第 1

項 及 び 第 8 4条 第 6項 第 2号 に お い て 同

じ 。 ) 

( 6 ) 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 (第 131条

第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 特 定

施 設を いう 。第 66条第 1項、第 67条第 1

項 及 び 第 8 4条 第 6項      に お い て 同

じ 。 ) 

( 7 ) 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設

(第 1 5 2条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密

着 型介 護老 人福祉 施設 をい う。第 66条

第 1項 、 第 6 7条 第 1項 及 び 第 8 4条 第 6項

第 3号にお いて 同じ 。 ) 

( 7 ) 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設

(第 1 5 2条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密

着 型介 護老 人福祉 施設 をい う。第 66条

第 1項、第 67条第 1項及 び 第 84条 第 6項  

    に おい て同じ 。 ) 

( 8 ) 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所       

      (第 1 9 3条 第 1項 に 規 定 す る 指 定

複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             

を い う 。 第 7章 か ら 第 1 0章 ま で に お い

て 同じ 。 ) 

( 8 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 (第 1 9 3条 第 1項 に 規 定 す る 指 定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

を い う 。 第 7章 か ら 第 1 0章 ま で に お い

て 同じ 。 ) 

(9)～ (11) （ 略）  (9)～ (11) （ 略）  

6～ 12 （ 略）  6～ 12 （ 略）  

～ 略～  ～ 略～  

(指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看

護 の基 本取 扱方針 ) 

(指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看

護 の基 本取 扱方針 ) 

第 25条  （ 略）  第 25条  （ 略）  

2 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事業 者は、自らそ の提 供す る指 定定期

巡 回・随 時対 応型訪 問介 護看 護の 質の評

価 を行 うと ともに、定期 的に 外部 の者に

よ る評 価を 受けて 、それ らの 結果 を公表

し、常に その 改善を 図ら なけ れば ならな

い 。  

2 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事業 者は、自らそ の提 供す る指 定定期

巡 回・随 時対 応型訪 問介 護看 護の 質の評

価 を 行 い                            

                 、 そ れ ら の 結 果 を 公

表 し、常 にそ の改善 を図 らな けれ ばなら

な い。  

～ 略～  ～ 略～  

(勤 務体制 の確 保等 ) (勤 務体制 の確 保等 ) 

第 34条  （ 略）  第 34条  （ 略）  

2 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事業 者は 、指 定定期 巡回・随 時対 応型

2 指定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介護 看

護 事業 者は 、指 定定期 巡回・随 時対 応型
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訪 問介 護看 護事業 所ご とに、当該 指定定

期 巡回・随時 対応型 訪問 介護 看護 事業所

の 定期 巡回・随時対 応型 訪問 介護 看護従

業 者に よっ て指定 定期 巡回・随時 対応型

訪 問 介 護 看 護 を 提 供 し な け れ ば な ら な

い 。た だし 、指 定定期 巡回・随 時対 応型

訪 問介 護看 護事業 所が、適切 に指 定定期

巡 回・随 時対 応型訪 問介 護看 護を 利用者

に 提供 する 体制を 構築 して おり、他の指

定 訪 問 介 護 事 業 所 又 は 指 定 夜 間 対 応 型

訪 問 介 護 事 業 所                     

(以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 訪 問 介 護 事

業 所 等 」 と い う 。 )と の 密 接 な 連 携 を 図

る こと によ り当該 指定 定期 巡回・随時対

応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運

営 を 期 待 す る こ と が で き る 場 合 で あ っ

て 、利 用者 の処遇 に支 障が ない ときは、

町 長 が 地 域 の 実 情 を 勘 案 し 適 切 と 認 め

る 範囲 内に おいて 、 定 期巡 回サ ービス、

随 時 対 応 サ ー ビ ス 又 は 随 時 訪 問 サ ー ビ

ス の事 業の 一部を、当該 他の 指定 訪問介

護 事業 所等 との契 約に 基づ き、当 該指定

訪 問 介 護 事 業 所 等 の 従 業 者 に 行 わ せ る

こ とが でき る。  

訪 問介 護看 護事業 所ご とに、当該 指定定

期 巡回・随時 対応型 訪問 介護 看護 事業所

の 定期 巡回・随時対 応型 訪問 介護 看護従

業 者に よっ て指定 定期 巡回・随時 対応型

訪 問 介 護 看 護 を 提 供 し な け れ ば な ら な

い 。た だし 、指 定定期 巡回・随 時対 応型

訪 問介 護看 護事業 所が、適切 に指 定定期

巡 回・随 時対 応型訪 問介 護看 護を 利用者

に 提供 する 体制を 構築 して おり、他の指

定 訪問 介護 事業所 、指定 夜間 対応 型訪問

介 護 事 業 所 又 は 指 定 訪 問 看 護 事 業 所 (以

下 この 条に おいて「 指定 訪問 介護 事業所

等 」 と い う 。 )と の 密 接 な 連 携 を 図 る こ

と によ り当 該指定 定期 巡回・随時 対応型

訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運 営 を

期 待す るこ と がで きる 場合 であ って、利

用 者の 処遇 に支障 がな いと きは、町長が

地 域 の 実 情 を 勘 案 し 適 切 と 認 め る 範 囲

内 にお いて 、定 期巡回・随時対 応型 訪問

介 護 看 護                       の 事

業 の一 部を、当該他 の指 定訪 問介 護事業

所 等と の契 約に基 づき、当該 指定 訪問介

護 事 業 所 等 の 従 業 者 に 行 わ せ る こ と が

で きる 。  

3・ 4 （略 ）  3・ 4 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

第 6 2条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該 当

す る 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (以 下 「 指 定

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と い う 。 )の 事

業 は、要 介護 状態と なっ た場 合に おいて

も 、 そ の 認 知 症 (法 第 5条 の 2に 規 定 す る

認 知 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ る 利 用

者 (そ の 者 の 認 知 症 の 原 因 と な る 疾 患 が

急 性の 状態 にある 者を 除く 。以下 同じ 。)

が 可能 な限 りその 居宅 にお いて、その有

す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営

む こ と が で き る よ う                  

             、 必 要 な 日 常 生 活 上 の 世

話 及び 機能 訓練を 行う こと によ り、利用

者 の 社 会 的 孤 立 感 の 解 消 及 び 心 身 の 機

能 の 維 持 並 び に 利 用 者 の 家 族 の 身 体 的

及 び 精 神 的 負 担 の 軽 減 を 図 る も の で な

第 6 2条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該 当

す る 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (以 下 「 指 定

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と い う 。 )の 事

業 は、要 介護 状態と なっ た場 合に おいて

も 、 そ の 認 知 症 (法 第 5条 の 2に 規 定 す る

認 知 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ る 利 用

者 (そ の 者 の 認 知 症 の 原 因 と な る 疾 患 が

急 性の 状態 にある 者を 除く 。以下 同じ 。)

が 可能 な限 りその 居宅 にお いて、その有

す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営

む こ と が で き る よ う 生 活 機 能 の 維 持 又

は 向上 を目 指し 、必 要な 日常 生活 上の世

話 及び 機能 訓練を 行う こと によ り、利用

者 の 社 会 的 孤 立 感 の 解 消 及 び 心 身 の 機

能 の 維 持 並 び に 利 用 者 の 家 族 の 身 体 的

及 び 精 神 的 負 担 の 軽 減 を 図 る も の で な



4 
 

け れば なら ない。  け れば なら ない。  

～ 略～  ～ 略～  

(設 備及び 備品 等 ) (設 備及び 備品 等 ) 

第 65条  （ 略）  第 65条  （ 略）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

（ 加え る ）  4  前 項 た だ し 書 の 場 合 (単 独 型 ・ 併 設 型

指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 が 第 1

項 に掲 げる 設備を 利用 し、夜 間及 び深夜

に 単独 型・併 設型指 定認 知症 対応 型通所

介 護 以 外 の サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 に

限 る 。 )に は 、 当 該 サ ー ビ ス の 内 容 を 当

該 サ ー ビ ス の 提 供 の 開 始 前 に 町 長 に 届

け 出る もの とする 。  

4 単独型・併 設型 指定 認知 症対 応型通 所

介 護事 業者 が単独 型・併 設型 指定 介護予

防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 の 指 定

を 併せ て受 け、かつ、単独 型・併設 型指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 と 単 独

型・併設 型指 定介護 予防 認知 症対 応型通

所 介 護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い

て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い

て は、指 定地 域密着 型介 護予 防サ ービス

基 準 条 例 第 9条 第 1項 か ら 第 3項 ま で に 規

定 す る 設 備 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と

を もっ て、前 3項              に 規定す

る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ

と がで きる 。  

5 単独型・併 設型 指定 認知 症対 応型通 所

介 護事 業者 が単独 型・併 設型 指定 介護予

防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 の 指 定

を 併せ て受 け、かつ、単独 型・併設 型指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 と 単 独

型・併設 型指 定介護 予防 認知 症対 応型通

所 介 護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い

て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い

て は、指 定地 域密着 型介 護予 防サ ービス

基 準 条 例 第 9条 第 1項 か ら 第 3項 ま で に 規

定 す る 設 備 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と

を もっ て、第 1項 から第 3項まで に規 定す

る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ

と がで きる 。  

～ 略～  ～ 略～  

(利 用定員 等 ) (利 用定員 等 ) 

第 6 7条  共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介

護 事 業 所 の 利 用 定 員 (当 該 共 用 型 指 定 認

知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 に お い て 同

時 に 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の

数 の 上 限 を い う 。 )は 、 指 定 認 知 症 対 応

型 共同 生活 介護事 業所 、指定 介護 予防認

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所        

                                   

                                   

                            、指定 地

域 密 着 型 特 定 施 設 又 は 指 定 地 域 密 着 型

第 6 7条  共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介

護 事 業 所 の 利 用 定 員 (当 該 共 用 型 指 定 認

知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 に お い て 同

時 に 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の

数 の 上 限 を い う 。 )は 、 指 定 認 知 症 対 応

型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 又 は 指 定 介 護 予

防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 に

お い て は 共 同 生 活 住 居 (法 第 8条 第 1 9項

又 は 法 第 8条 の 2第 1 5項 に 規 定 す る 共 同

生 活 を 営 む べ き 住 居 を い う 。 )ご と に 、

指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 又 は 指 定 地 域
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介 護 老 人 福 祉 施 設               ご と

に 1日当た り 3人以 下と する 。  

密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い て は 施

設 ごと に 1日当 たり 3人 以下 と す る。  

2  共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事

業 者は、指定 居宅サ ービ ス (法第 41条 第 1

項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス を い う  

         。)、指 定地域 密着 型サ ービス 、

指 定 居 宅 介 護 支 援 (法 第 4 6条 第 1項 に 規

定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 を い う 。 )、 指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 5 3条 第 1項 に

規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う  

         。)、指定 地域 密着 型介 護予防

サ ー ビ ス (法 第 5 4条 の 2第 1項 に 規 定 す る

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い

う           。 )若 し く は 指 定 介 護 予 防

支 援 (法 第 5 8条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 支 援 を い う 。 )の 事 業 又 は 介 護 保

険 施 設                              

                          若 し く は

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 運 営 (第 84条

第 7項 に お い て 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業

等 」という 。)に ついて 3年以上 の経 験を

有 する 者で なけれ ばな らな い。  

2  共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事

業 者は、指定 居宅サ ービ ス (法第 41条 第 1

項 に規 定す る指定 居宅 サー ビス をいう 。

以 下同 じ 。)、指 定地域 密着 型サ ービス 、

指 定 居 宅 介 護 支 援 (法 第 4 6条 第 1項 に 規

定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 を い う 。 )、 指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 5 3条 第 1項 に

規 定す る指 定介護 予防 サー ビス をいう 。

以 下 同 じ 。 )、 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防

サ ー ビ ス (法 第 5 4条 の 2第 1項 に 規 定 す る

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い

う 。 以 下 同 じ 。 )若 し く は 指 定 介 護 予 防

支 援 (法 第 5 8条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 支 援 を い う 。 )の 事 業 又 は 介 護 保

険 施 設 (法 第 8条 第 2 4項 に 規 定 す る 介 護

保 険 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 )若 し く は

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 運 営 (第 84条

第 7項 に お い て 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業

等 」という 。)に ついて 3年以上 の経 験を

有 する 者 で なけれ ばな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

（ 加え る ）  (事 故発生 時の 対応 ) 

第 8 0条 の 2  指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

事 業者 は、利 用者に 対す る指 定認 知症対

応 型 通 所 介 護 の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生

し た場 合は 、町 、当該 利用 者の 家族 、当

該 利 用 者 に 係 る 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業

者 等に 連絡 を行う とと もに、必要 な措置

を 講じ なけ ればな らな い。  

2 指定認 知症 対応 型通 所介 護事 業者は 、

前 項 の 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採

っ た 処 置 に つ い て 記 録 し な け れ ば な ら

な い。  

3 指定認 知症 対応 型通 所介 護事 業者は 、

利 用 者 に 対 す る 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 の 提 供 に よ り 賠 償 す べ き 事 故 が 発

生 した 場合 は、損害 賠償 を速 やか に行わ

な けれ ばな らない 。  

4 指定認 知症 対応 型通 所介 護事 業者は 、

第 6 5条 第 4項 の 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 認 知
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症 対 応 型 通 所 介 護 以 外 の サ ー ビ ス の 提

供 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 第 1項

及 び 第 2項 の 規 定 に 準 じ た 必 要 な 措 置 を

講 じな けれ ばなら ない 。  

～ 略～  ～ 略～  

(記 録の整 備 ) (記 録の整 備 ) 

第 81条  （ 略）  第 81条  （ 略）  

2 指定認 知症 対応 型通 所介 護事 業者は 、

利 用 者 に 対 す る 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げ る 記 録 を

整 備 し 、 そ の 完 結 の 日 か ら 5年 間 保 存 し

な けれ ばな らない 。  

2 指定認 知症 対応 型通 所介 護事 業者は 、

利 用 者 に 対 す る 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げ る 記 録 を

整 備 し 、 そ の 完 結 の 日 か ら 5年 間 保 存 し

な けれ ばな らない 。  

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

( 5 )  次 条 に お い て 準 用 す る 第 4 2条 第 2

項 に 規 定 す る 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に

際 して 採っ た処置 につ いて の記 録  

(5) 前 条 第 2項                      

 に 規 定 す る 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際

し て採 った 処置に つい ての 記録  

(準 用 ) (準 用 ) 

第 8 2条  第 1 1条 か ら 第 1 5条 ま で 、 第 1 7条

か ら 第 2 0条 ま で 、 第 22条 、 第 2 4条 、 第 3

0条 、 第 3 6条 か ら 第 4 0条 ま で 、 第 4 2条 、

第 43条 及び 第 55条 の規 定は、指定 認知症

対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 1 1条 第 1項 中

「 第 33条に 規定す る運 営規 程」と あるの

は「 第 75条に 規定す る重 要事 項に 関する

規 程」と 、同 項及び 第 36条中「 定期 巡回・

随 時対 応型 訪問介 護看 護従 業者」とある

の は「認知 症対 応型通 所介 護従 業者 」と

読 み替 える ものと する 。  

第 8 2条  第 1 1条 か ら 第 1 5条 ま で 、 第 1 7条

か ら 第 2 0条 ま で 、 第 22条 、 第 2 4条 、 第 3

0条 、 第 3 6条 か ら 第 4 0条 ま で         、

第 43条 及び 第 55条 の規 定は、指定 認知症

対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 1 1条 第 1項 中

「 第 33条に 規定す る運 営規 程」と あるの

は「 第 75条に 規定す る重 要事 項に 関する

規 程」と 、同 項及び 第 36条中「 定期 巡回・

随 時対 応型 訪問介 護看 護従 業者」とある

の は「認知 症対 応型通 所介 護従 業者 」と

読 み替 える ものと する 。  

～ 略～  ～ 略～  

(従 業者の 員数 等 ) (従 業者の 員数 等 ) 

第 84条  （ 略）  第 84条  （ 略）  

2～ 5 （略 ）  2～ 5 （略 ）  

6  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 施 設 等

が 併設 され ている 場合 にお いて、前各項

に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 く ほ

か、当該 各号   に掲 げる 施設 等の 人員に

関 す る 基 準 を 満 た す 従 業 者 を 置 い て い

6  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る              

                                   

              場 合に おい て、前 各項に

定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 小 規

模 多機 能型 居宅介 護従 業者 を置 くほか、

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 人 員 に 関

す る 基 準 を 満 た す 従 業 者 を 置 い て い る
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る とき は、        当該 小規模

多 機能 型居 宅介護 従業 者は、当該 各号   

に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と

が でき る。  

と きは、同表 の下欄 に掲 げる 当該 小規模

多 機能 型居 宅介護 従業 者は、同表 の中欄

に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と

が でき る。  

(1) 指 定認 知症 対 応型 共 同生 活 介護 事

業 所  

(2) 指定 地域 密着 型特 定施 設  

(3) 指定 地域 密着 型介 護老 人福 祉施設  

( 4 )  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 (医 療 法

(昭 和 23年 法 律第 205号 )第 7条第 2項第

4号 に 規 定す る療 養 病床 を 有 する 診 療

所 であ るも のに限 る。 ) 

当 該指 定小 規模多 機

能 型居 宅介 護事業 所

に 中欄 に掲 げる施 設

等 のい ずれ かが併 設

さ れて いる 場合  

当 該指 定小 規模多 機

能 型居 宅介 護事業 所

の 同一 敷地 内に中 欄

に 掲げ る施 設等の い

ず れか があ る場合  

指 定認 知症 対応型 共

同 生活 介護 事業所 、

指 定地 域密 着型特 定

施 設、 指定 地域密 着

型 介護 老人 福祉施 設

又 は指 定介 護療養 型

医 療施 設 (医療 法 (昭

和 23年 法律 第 205号 )

第 7条第 2項 第 4号に

規 定す る療 養病床 を

有 する 診療 所であ る

も のに 限る 。 ) 

左 欄に 掲げ る施設

等 、指 定居 宅サー ビ

ス の事 業を 行う事 業

所 、指 定定 期巡回 ・

随 時対 応型 訪 問介 護

看 護事 業所 、指定 認

知 症対 応型 通所介 護

事 業所 、指 定介護 老

人 福祉 施設 又は介 護

老 人保 健施 設  

介 護職 員  看 護師 又は 准看護 師  
 

7  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 (指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

で あっ て、指 定居宅 サー ビス 事業 等その

他 の 保 健 医 療 又 は 福 祉 に 関 す る 事 業 に

つ い て 3年 以 上 の 経 験 を 有 す る 指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 又 は 指 定 複

合 型 サ ー ビ ス 事 業 者       に よ

り 設 置 さ れ る 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 以 外 の 指 定 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 複 合 型 サ

ー ビ ス 事 業 所             で あ っ て 当

該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

に 対 し て 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

の 提 供 に 係 る 支 援 を 行 う も の (以 下 「 本

体 事 業 所 」 と い う 。 )と の 密 接 な 連 携 の

下 に運 営さ れるも のを いう 。以下 同じ 。)

に 置 く べ き 訪 問 サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た

る 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 に つ

い ては、本体 事業所 の職 員に より 当該サ

7  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 (指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

で あっ て、指 定居宅 サー ビス 事業 等その

他 の 保 健 医 療 又 は 福 祉 に 関 す る 事 業 に

つ い て 3年 以 上 の 経 験 を 有 す る 指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 又 は 指 定 看

護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 に よ

り 設 置 さ れ る 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 以 外 の 指 定 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 で あ っ て 当

該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

に 対 し て 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

の 提 供 に 係 る 支 援 を 行 う も の (以 下 「 本

体 事 業 所 」 と い う 。 )と の 密 接 な 連 携 の

下 に運 営さ れる も のを いう 。以下 同じ 。)

に 置 く べ き 訪 問 サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た

る 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 に つ

い ては、本体 事業所 の職 員に より 当該サ
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テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ

れ る と 認 め ら れ る と き は 、 1人 以 上 と す

る こと がで きる。  

テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ

れ る と 認 め ら れ る と き は 、 1人 以 上 と す

る こと がで きる。  

8  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 につ いて は、夜間 及び 深夜 の時 間帯を

通 じ て 本 体 事 業 所 に お い て 宿 直 勤 務 を

行 う 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 又

は 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者             

(第 193条 第 1項 に 規 定 す る 複 合 型 サ ー ビ

ス 従 業 者             を い う 。 )に よ り

当 該 サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切

に 行わ れる と認め られ ると きは、夜間及

び 深 夜 の 時 間 帯 を 通 じ て 宿 直 勤 務 を 行

う 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置

か ない こと ができ る。  

8  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 につ いて は、夜間 及び 深夜 の時 間帯を

通 じ て 本 体 事 業 所 に お い て 宿 直 勤 務 を

行 う 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 又

は 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者

(第 193条 第 1項 に 規 定 す る 看 護 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を い う 。 )に よ り

当 該 サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切

に 行わ れる と認め られ ると きは、夜間及

び 深 夜 の 時 間 帯 を 通 じ て 宿 直 勤 務 を 行

う 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置

か ない こと ができ る。  

9 （略）  9 （略）  

1 0  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者

は、登録 者に 係る居 宅サ ービ ス計 画及び

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の 作 成 に

専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員 を 置 か な

け れば なら ない 。ただ し 、当該 介護 支援

専 門員 は、利 用者の 処遇 に支 障が ない場

合 は、当 該指 定小規 模多 機能 型居 宅介護

事 業所 の他 の職務 に従 事 し、又は 当該指

定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併

設 す る 第 6項 各 号                     

                                   

                                   

        に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事

す るこ とが できる 。  

1 0  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者

は、登録 者に 係る居 宅サ ービ ス計 画及び

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の 作 成 に

専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員 を 置 か な

け れば なら ない 。ただ し 、当該 介護 支援

専 門員 は、利 用者の 処遇 に支 障 が ない場

合 は、当 該指 定小規 模多 機能 型居 宅介護

事 業所 の他 の職務 に従 事し、又は 当該指

定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併

設 す る 第 6項 の 表 の 当 該 指 定 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施

設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ て い る 場 合

の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従

事 する こと ができ る。  

11～ 13 （ 略）  11～ 13 （ 略）  

(管 理者 ) (管 理者 ) 

第 8 5条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者は、指定 小規模 多機 能型 居宅 介護事

業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常

勤 の管 理者 を置か なけ れば なら ない。た

だ し 、当該 管理 者は 、指 定 小 規模 多機能

型 居 宅 介 護 事 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い

第 8 5条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者は、指定 小規模 多機 能型 居宅 介護事

業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常

勤 の管 理者 を置か なけ れば なら ない。た

だ し 、当該 管理 者は 、指 定小 規模 多機能

型 居 宅 介 護 事 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い
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場 合は、当該 指定小 規模 多機 能型 居宅介

護 事業 所の 他の職 務に 従事 し、又 は当該

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

併 設 す る 前 条 第 6項 各 号               

                                   

                                   

              に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務

若 しく は 同 一敷地 内の 指定 定期 巡回・随

時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 職 務 (当

該 指定 定期 巡回・随 時対 応型 訪問 介護看

護 事業 者が、指 定夜 間対 応型 訪問 介護事

業 者、指 定訪 問介護 事業 者又 は指 定訪問

看 護事 業者 の指定 を併 せて 受け、一体的

な 運営 を行 ってい る場 合に は、こ れらの

事 業に 係る 職務を 含む。)             

                                   

                                   

                                   

 に 従事す るこ とが でき るも のと する。  

場 合は、当該 指定小 規模 多機 能型 居宅介

護 事業 所の 他の職 務に 従事 し、又 は当該

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

併 設 す る 前 条 第 6項 の 表 の 当 該 指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄 に 掲

げ る 施 設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ て い

る 場 合 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 職

務 、      同一 敷地内 の 指 定 定 期 巡 回 ・

随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 職 務

(当 該 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介

護 看護 事業 者が、指 定夜 間対 応型 訪問介

護 事業 者、指 定訪問 介護 事業 者又 は指定

訪 問看 護事 業者の 指定 を併 せて 受け、一

体 的な 運営 を行っ てい る場 合に は、これ

ら の 事 業 に 係 る 職 務 を 含 む 。 )若 し く は

法 第 1 1 5条 の 4 5第 1項 に 規 定 す る 介 護 予

防・日常 生活 支援総 合事 業 (同項 第 1号ニ

に 規 定 す る 第 一 号 介 護 予 防 支 援 事 業 を

除 く 。 )に 従 事 す る こ と が で き る も の と

す る。  

2 （略）  2 （略）  

3  前 2項 の 管 理 者 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー

ム 、 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー (老 人 福

祉 法 第 2 0条 の 2の 2に 規 定 す る 老 人 デ イ

サ ービ スセ ンター をい う 。以下 同じ 。)、

介 護老 人保 健施設、指定 小 規 模多 機能型

居 宅介 護事 業所、指 定認 知症 対応 型共同

生 活介 護事 業所、指 定複 合型 サー ビス事

業 所                                

                                   

               等 の 従 業 者 又 は 訪 問 介

護 員 等 (介 護 福 祉 士 又 は 法 第 8条 第 2項 に

規 定す る政 令で定 める 者を いう 。次条、

第 113条第 2項、第 114条 及び 第 195条 にお

い て同 じ。)とし て 3年以 上認 知症 である

者 の 介 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で

あ って、別に 町長が 定め る研 修を 修了し

て いる もの でな け れば なら ない 。  

3  前 2項 の 管 理 者 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー

ム 、 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー (老 人 福

祉 法 第 2 0条 の 2の 2に 規 定 す る 老 人 デ イ

サ ービ スセ ンター をい う 。以下 同じ 。)、

介 護老 人保 健施設、指定 小規 模多 機能型

居 宅介 護事 業所、指 定認 知症 対応 型共同

生 活介 護事 業所、指 定複 合型 サー ビス事

業 所 (第 1 9 5条 に 規 定 す る 指 定 複 合 型 サ

ー ビ ス 事 業 所 を い う 。 次 条 に お い て 同

じ。)等の従 業者 又は訪 問介 護員 等 (介護

福 祉 士 又 は 法 第 8条 第 2項 に 規 定 す る 政

令 で定 める 者をい う。次 条、第 113条 第 2

項 、第 114条及 び第 195条 にお いて 同じ。)

と し て 3年 以 上 認 知 症 で あ る 者 の 介 護 に

従 事し た経 験を有 する 者で あっ て、別に

町 長 が 定 め る 研 修 を 修 了 し て い る も の

で なけ れば ならな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(登 録定員 及び 利用 定員 ) (登 録定員 及び 利用 定員 ) 

第 8 7条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所は、その 登録定 員 (登 録者の 数 (当該

第 8 7条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所は、その 登録定 員 (登 録者の 数 (当該
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指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 が

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 の指 定を併 せて 受け 、か つ 、指定

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事 業 と 指 定

介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事

業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に

運 営さ れて いる場 合に あっ ては、登録 者

の 数 及 び 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 4 4条 第 1項 に 規 定 す る 登

録 者 の 数 の 合 計 数 )の 上 限 を い う 。 以 下

こ の章 にお いて同 じ。)を 25人 (サ テライ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 にあ って は、 18人 )以 下と する 。  

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 が

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 の指 定を併 せて 受け 、か つ 、指定

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事 業 と 指 定

介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事

業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に

運 営さ れて いる場 合に あっ ては、登録者

の 数 及 び 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 4 4条 第 1項 に 規 定 す る 登

録 者 の 数 の 合 計 数 )の 上 限 を い う 。 以 下

こ の章 にお いて同 じ。)を 29人 (サ テライ

ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 にあ って は、 18人 )以 下と する 。  

2  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

は 、次に掲 げる 範囲内 にお いて 、通 いサ

ー ビ ス 及 び 宿 泊 サ ー ビ ス の 利 用 定 員 (当

該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

に お け る サ ー ビ ス ご と の 1日 当 た り の 利

用 者の 数の 上限を いう。以下 この 章にお

い て同 じ。 )を 定め るも のと する 。  

2  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

は 、次に掲 げる 範囲内 にお いて 、通 いサ

ー ビ ス 及 び 宿 泊 サ ー ビ ス の 利 用 定 員 (当

該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

に お け る サ ー ビ ス ご と の 1日 当 た り の 利

用 者の 数の 上限を いう。以下 この 章にお

い て同 じ。 )を 定め るも のと する 。  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人 (                         

                                 

                                 

                  サ テ ラ イ ト 型 指

定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

あ って は、 12人 )ま で  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人 (登 録 定 員 が 2 5人 を 超 え る 指

定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

あ って は、登録 定員に 応じ て、次の 表

に 定め る利 用定員、サ テラ イト 型指定

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に あ

っ ては 、 12人 )まで  

（ 加え る ）  登 録定 員  26人又 は 27人  28人  29人  

利 用定 員  16人  17人  18人  
 

(2) （略 ）  (2) （略 ）  

(指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 基 本 取

扱 方針 ) 

(指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 基 本 取

扱 方針 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 93条  （ 略）  第 93条  （ 略）  

2  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者

は、自ら その 提供す る指 定小 規模 多機能

型 居宅 介護 の質の 評価 を 行 うと ともに、

定 期的 に外 部の者 によ る評 価を 受けて 、

そ れら の結 果を公 表し、常に その 改善を

図 らな けれ ばなら ない 。  

2  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者

は、自ら その 提供す る指 定小 規模 多機能

型 居 宅 介 護 の 質 の 評 価 を 行 い          

                                  

 、 そ れ ら の 結 果 を 公 表 し 、 常 に そ の 改

善 を図 らな ければ なら ない 。  

～ 略～  ～ 略～  
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(指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 具 体 的

取 扱方 針 ) 

(指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 具 体 的

取 扱方 針 ) 

第 9 4条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の

方 針は、次に 掲げる とこ ろに よる ものと

す る。  

第 9 4条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の

方 針は、次に 掲げる とこ ろに よる ものと

す る。  

(1)～ (5) （略）  (1)～ (5) （略）  

( 6 ) 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

者 は、前 項の 身体的拘 束等 を行 う場合

に は 、その 態様 及び時 間 、その 際の 利

用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を

得 な い 理 由 を 記 録 し な け れ ば な ら な

い 。  

( 6 ) 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

者 は、前 号の 身体的拘 束等 を行 う場合

に は 、その 態様 及び時 間 、その 際の 利

用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を

得 な い 理 由 を 記 録 し な け れ ば な ら な

い 。  

(7)・ (8) （略）  (7)・ (8) （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(居 住機能 を担 う併 設施 設等 への 入居 ) (居 住機能 を担 う併 設施 設等 への 入居 ) 

第 1 0 8条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 は、可能 な限り 、利用者 がそ の居

宅 に お い て 生 活 を 継 続 で き る よ う 支 援

す る こ と を 前 提 と し つ つ 、 利 用 者 が 第 8

4条 第 6項 各 号 に 掲 げ る 施 設 等 そ の 他 の

施 設へ 入 所 等を希 望し た場 合は、円滑に

そ れら の施 設へ入 所等 が行 える よう、必

要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す

る 。  

第 1 0 8条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 は、可能 な限り 、利用者 がそ の居

宅 に お い て 生 活 を 継 続 で き る よ う 支 援

す る こ と を 前 提 と し つ つ 、 利 用 者 が 第 8

4条 第 6項     に 掲 げ る 施 設 等 そ の 他 の

施 設へ 入所 等を希 望し た場 合は、円滑に

そ れら の施 設へ入 所等 が行 える よう、必

要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す

る 。  

～ 略～  ～ 略～  

(従 業者の 員数 ) (従 業者の 員数 ) 

第 112条  （略 ）  第 112条  （略 ）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

4  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業

所 に、指 定小 規模多 機能 型居 宅介 護事業

所 又 は 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所      

       が 併 設 さ れ て い る 場 合 に お い

て 、 前 3項 に 定 め る 員 数 を 満 た す 介 護 従

業 者を 置く ほか、第 84条 に定 める 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 人 員 に

関 す る 基 準 を 満 た す 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 従 業 者 を 置 い て い る と き 又 は 第 1

9 3条 に 定 め る 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業

所             の 人 員 に 関 す る 基 準 を

満 た す 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者          

4  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業

所 に、指 定小 規模多 機能 型居 宅介 護事業

所 又 は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 が 併 設 さ れ て い る 場 合 に お い

て 、 前 3項 に 定 め る 員 数 を 満 た す 介 護 従

業 者を 置く ほか、第 84条 に定 める 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 人 員 に

関 す る 基 準 を 満 た す 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 従 業 者 を 置 い て い る と き 又 は 第 1

9 3条 に 定 め る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 人 員 に 関 す る 基 準 を

満 た す 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従
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   を 置 い て い る と き は 、 当 該 介 護 従 業

者 は、当 該指 定小規 模多 機能 型居 宅介護

事 業 所 又 は 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所  

           の 職 務 に 従 事 す る こ と が で

き る。  

業 者 を 置い ている とき は、当 該介 護従業

者 は、当 該指 定小規 模多 機能 型居 宅介護

事 業 所 又 は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 事 業 所 の 職 務 に 従 事 す る こ と が

で きる 。  

5・ 6 （略 ）  5・ 6 （略 ）  

7  第 5項 の 計 画 作 成 担 当 者 の う ち 1以 上

の 者は、介護 支援専 門員 をも って 充てな

け れば なら ない 。ただ し 、併設 する 指定

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指

定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             

の 介 護 支 援 専 門 員 と の 連 携 を 図 る こ と

に よ り 当 該 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る

こ とが でき る場合 であ って、利用 者の処

遇 に支 障が ないと きは、これ を置 かない

こ とが でき るもの とす る。  

7  第 5項 の 計 画 作 成 担 当 者 の う ち 1以 上

の 者は、介護 支援専 門員 をも って 充てな

け れば なら ない 。ただ し 、併設 する 指定

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指

定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

の 介 護 支 援 専 門 員 と の 連 携 を 図 る こ と

に よ り 当 該 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る

こ とが でき る場合 であ って、利用 者の処

遇 に支 障が ないと きは、これ を置 かない

こ とが でき るもの とす る。  

8～ 10 （ 略）  8～ 10 （ 略）  

(管 理者 ) (管 理者 ) 

第 1 1 3条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 事業 者は、共同生 活住 居ご とに 専らそ

の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か

な けれ ばな らない 。た だし 、当 該管 理者

は、共同 生活 住居の 管理 上支 障が ない場

合 は、当 該共 同生活 住居 の他 の職 務に従

事 し 、 又 は 同 一 敷 地 内 に あ る 他 の 事 業

所、施設 等若 しくは 併設 する 指定 小規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 若 し く は 指 定

複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             の

職 務 に 従 事 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

第 1 1 3条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 事業 者は、共同生 活住 居ご とに 専 らそ

の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か

な けれ ばな らない 。た だし 、当 該管 理者

は、共同 生活 住居の 管理 上支 障が ない場

合 は、当 該共 同生活 住居 の他 の職 務に従

事 し 、 又 は 同 一 敷 地 内 に あ る 他 の 事 業

所、施設 等若 しくは 併設 する 指定 小規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 若 し く は 指 定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の

職 務 に 従 事 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

第 1 1 5条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 事業 所は、共同生 活住 居を 有す るもの

と し 、その 数は 1又 は 2と する 。        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

第 1 1 5条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 事業 所は、共同生 活住 居を 有す るもの

と し、 その 数は 1又 は 2と する。 ただ し、

指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所

に 係 る 用 地 の 確 保 が 困 難 で あ る こ と そ

の 他 地 域 の 実 情 に よ り 指 定 認 知 症 対 応

型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 の 効 率 的 運 営 に

必 要と 認め られる 場合 は、一 の事 業所に
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お け る 共 同 生 活 住 居 の 数 を 3と す る こ と

が でき る。  

2～ 7 （略 ）  2～ 7 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

(管 理者に よる 管理 ) (管 理者に よる 管理 ) 

第 123条  共同 生活 住居 の管 理者 は、同時

に 介護 保険 施設 、指定 居宅 サー ビス 、指

定 地域 密着 型サー ビス、指定 介護 予防サ

ー ビ ス 若 し く は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ

ー ビス     の事業 を行 う事 業所 、病院、

診 療 所 又 は 社 会 福 祉 施 設 を 管 理 す る 者

で あっ ては ならな い。た だし 、こ れらの

事 業所、施設 等が同 一敷 地内 にあ ること

等 に よ り 当 該 共 同 生 活 住 居 の 管 理 上 支

障 がな い場 合は、 この 限り でな い。  

第 123条  共同 生活 住居 の管 理者 は、同時

に 介護 保険 施設 、指定 居宅 サー ビス 、指

定 地域 密着 型サー ビス、指定 介護 予防サ

ー ビ ス 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予

防 サー ビス の事業 を行 う事 業所 、病院、

診 療 所 又 は 社 会 福 祉 施 設 を 管 理 す る 者

で あっ ては ならな い。た だし 、こ れらの

事 業所、施設 等が同 一敷 地内 にあ ること

等 に よ り 当 該 共 同 生 活 住 居 の 管 理 上 支

障 がな い 場 合は、 この 限り でな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(従 業者の 員数 ) (従 業者の 員数 ) 

第 132条  （略 ）  第 132条  （略 ）  

2～ 8 （略 ）  2～ 8 （略 ）  

9  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に 指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 複

合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             が 併

設 され てい る場合 にお いて は、当 該指定

地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 員 数 を 満 た す 従

業 者を 置く ほか、第 84条 に定 める 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 の 人 員 に

関 す る 基 準 を 満 た す 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 従 業 者 を 置 い て い る と き 又 は 第 1

9 3条 に 定 め る 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業

所             の 人 員 に 関 す る 基 準 を

満 た す 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者          

   を 置 い て い る と き は 、 当 該 指 定 地 域

密 着型 特定 施設の 従業 者は、当該 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定

複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             の

職 務に 従事 するこ とが でき る。  

9  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に 指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 看

護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 が 併

設 され てい る場合 にお いて は、当 該指定

地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 員 数 を 満 た す 従

業 者を 置く ほか、第 84条 に定 める 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 の 人 員 に

関 す る 基 準 を 満 た す 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 従 業 者 を 置 い て い る と き 又 は 第 1

9 3条 に 定 め る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 人 員 に 関 す る 基 準 を

満 た す 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従

業 者 を 置い ている とき は、当 該指 定地域

密 着型 特定 施設の 従業 者は、当該 指定小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の

職 務に 従事 するこ とが でき る。  

1 0  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 計 画 作 成

担 当者 につ いては、併設 され る指 定小規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 複

合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             の 介

護 支 援 専 門 員 に よ り 当 該 指 定 地 域 密 着

1 0  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 計 画 作 成

担 当者 につ いては、併設 され る指 定小規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 看

護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 介

護 支 援 専 門 員 に よ り 当 該 指 定 地 域 密 着
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型 特 定 施 設 の 利 用 者 の 処 遇 が 適 切 に 行

わ れる と認 められ ると きは、これ を置か

な いこ とが できる 。  

型 特 定 施 設 の 利 用 者 の 処 遇 が 適 切 に 行

わ れる と認 められ ると きは、これ を置か

な いこ とが できる 。  

(管 理者 ) (管 理者 ) 

第 1 3 3条  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居

者 生活 介護 事業者 は、指 定地 域密 着型特

定 施 設 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る

管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、当該管 理者 は、指定 地域 密着 型特定

施 設の 管理 上支障 がな い場 合は、当該指

定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に お け る 他 の 職

務 に従 事し、又は同 一敷 地内 にあ る他の

事 業所、施設 等若し くは 本体 施設 の職務

(本 体 施 設 が 病 院 又 は 診 療 所 の 場 合 は 、

管 理 者 と し て の 職 務 を 除 く 。 )若 し く は

併 設 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 若 し く は 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事

業 所             の 職 務 に 従 事 す る こ

と がで きる ものと する 。  

第 1 3 3条  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居

者 生活 介護 事業者 は、指 定地 域密 着型特

定 施 設 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る

管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、当該管 理者 は、指定 地域 密着 型特定

施 設の 管理 上支障 がな い場 合は、当該指

定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に お け る 他 の 職

務 に従 事し、又は同 一敷 地内 にあ る他の

事 業所、施設 等若し くは 本体 施設 の職務

(本 体 施 設 が 病 院 又 は 診 療 所 の 場 合 は 、

管 理 者 と し て の 職 務 を 除 く 。 )若 し く は

併 設 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 若 し く は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 事 業 所 の 職 務 に 従 事 す る こ

と がで きる ものと する 。  

～ 略～  ～ 略～  

(法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス を 受 け る た め の

利 用者 の同 意 ) 

第 1 3 7条  老 人 福 祉 法 第 2 9条 第 1項 に 規 定

す る 有 料 老 人 ホ ー ム で あ る 指 定 地 域 密

着 型 特 定 施 設 に お い て 指 定 地 域 密 着 型

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 (利 用 期 間 を 定

め て行 うも のを除 く。以 下こ の条 におい

て 同 じ 。 )を 提 供 す る 指 定 地 域 密 着 型 特

定 施設 入居 者生活 介護 事業 者は、当該指

定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

を 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス と し て 提 供 す

る 場合 は、利 用者の 同意 がそ の条 件であ

る こと を当 該利用 者に 説明 し、そ の意思

を 確認 しな ければ なら ない 。  

 

第 137条  削除  

～ 略～  ～ 略～  

(記 録の整 備 ) (記 録の整 備 ) 

第 150条  （略 ）  第 150条  （略 ）  

2  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活

介 護事 業者 は、利用 者に 対す る指 定地域

密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 提 供

に 関す る次 に掲げ る記 録を 整備 し、その

2  指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活

介 護事 業者 は、利用 者に 対す る指 定地域

密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 提 供

に 関す る次 に掲げ る記 録を 整備 し、その
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完 結 の 日 か ら 5年 間 保 存 し な け れ ば な ら

な い。  

完 結 の 日 か ら 5年 間 保 存 し な け れ ば な ら

な い。  

(1)～ (8) （略）  (1)～ (8) （略）  

( 9 ) 施 行 規 則 第 6 5条 の 4第 4号 に 規 定 す

る 書類  

（ 削る ）  

～ 略～  ～ 略～  

第 153条  （略 ）  第 153条  （略 ）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

4 第 1項第 1号 の規 定に かか わら ず、サテ

ラ イ ト 型 居 住 施 設 (当 該 施 設 を 設 置 し よ

う と す る 者 に よ り 設 置 さ れ る 当 該 施 設

以 外 の 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設          

                                   

                                   

                                   

                                   

                         、 介 護 老 人

保 健 施 設 又 は 病 院 若 し く は 診 療 所 で あ

っ て 当 該 施 設 に 対 す る 支 援 機 能 を 有 す

る もの (以 下こ の章 にお いて「 本体 施設 」

と いう。)と の密 接な連 携を 確保 しつつ 、

本 体 施 設 と は 別 の 場 所 で 運 営 さ れ る 指

定 地域 密着 型介護 老人 福祉 施設 をいう。

以 下 同 じ 。 )の 医 師 に つ い て は 、 本 体 施

設 の 医 師 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 居 住

施 設 の 入 所 者 の 健 康 管 理 が 適 切 に 行 わ

れ ると 認め られる とき は、こ れを 置かな

い こと がで きる。  

4 第 1項第 1号 の規 定に かか わら ず、サテ

ラ イ ト 型 居 住 施 設 (当 該 施 設 を 設 置 し よ

う と す る 者 に よ り 設 置 さ れ る 当 該 施 設

以 外の 指定 介護老 人福 祉施 設 、指 定地域

密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 (サ テ ラ イ ト 型

居 住 施 設 で あ る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老

人 福 祉 施 設 を 除 く 。 第 8項 第 1号 及 び 第 1

7項 、 次 条 第 1項 第 6号 並 び に 第 182条 第 1

項 第 3号に おい て同 じ。)、介護老 人保 健

施 設 又 は 病 院 若 し く は 診 療 所 で あ っ て

当 該 施 設 に 対 す る 支 援 機 能 を 有 す る も

の (以 下 こ の 章 に お い て 「 本 体 施 設 」 と

い う 。 )と の 密 接 な 連 携 を 確 保 し つ つ 、

本 体 施 設 と は 別 の 場 所 で 運 営 さ れ る 指

定 地域 密着 型介護 老人 福祉 施設 をいう。

以 下 同 じ 。 )の 医 師 に つ い て は 、 本 体 施

設 の 医 師 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 居 住

施 設 の 入 所 者 の 健 康 管 理 が 適 切 に 行 わ

れ ると 認め られる とき は、こ れを 置かな

い こと がで きる。  

5～ 7 （略 ）  5～ 7 （略 ）  

8  第 1項 第 2号 及 び 第 4号 か ら 第 6号 ま で

の 規定 にか かわら ず、サ テラ イ ト 型居住

施 設の 生活 相談員 、栄 養士 、機 能訓 練指

導 員又 は介 護支援 専門 員に つい ては、次

に 掲げ る本 体施設 の場 合に は、次 の各号

に 掲げ る区 分に応 じ、当 該各 号に 定める

職 員 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設

の 入 所 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認

め られ ると きは、こ れを 置か ない ことが

で きる 。  

8  第 1項 第 2号 及 び 第 4号 か ら 第 6号 ま で

の 規定 にか かわら ず、サ テラ イト 型居住

施 設の 生活 相談員 、栄 養士 、機 能訓 練指

導 員又 は介 護支援 専門 員に つい ては、次

に 掲げ る本 体施設 の場 合に は、次 の各号

に 掲げ る区 分に応 じ、当 該各 号に 定める

職 員 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設

の 入 所 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認

め られ ると きは、こ れを 置か ない ことが

で きる 。  

(1)  指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設           

                         栄 養士、

( 1 ) 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 又 は 指 定 地

域 密着 型介 護老人 福祉 施設  栄 養士、
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機 能訓 練指 導員又 は介 護支 援専 門員  機 能訓 練指 導員又 は介 護支 援専 門員  

(2)・ (3) （略）  (2)・ (3) （略）  

9～ 11 （ 略）  9～ 11 （ 略）  

1 2  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 又 は 指 定

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準              

                                   

                                   

                                   

                                   

                     第 1 2 9条 第 1項 に

規 定 す る 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介

護 事 業 所 (以 下 「 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護

事 業 所 等 」 と い う 。 )が 併 設 さ れ る 場 合

に おい ては、当該指 定短 期入 所生 活 介護

事 業所 等の 医師に つい ては、当該 指定地

域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 医 師 に よ

り 当 該 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 等

の 利 用 者 の 健 康 管 理 が 適 切 に 行 わ れ る

と 認め られ るとき は、こ れを 置か ないこ

と がで きる 。  

1 2  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 又 は 指 定

介 護予 防サ ービス 等の 事業 の人 員、設備

及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支

援 の 方 法 に 関 す る 基 準 (平 成 18年 厚 生 労

働 省令 第 35号。以下「指 定介 護予 防サー

ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 )第 129条 第 1項 に

規 定 す る 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介

護 事 業 所 (以 下 「 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護

事 業 所 等 」 と い う 。 )が 併 設 さ れ る 場 合

に おい ては、当該指 定短 期入 所生 活介護

事 業所 等の 医師に つい ては、当該 指定地

域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 医 師 に よ

り 当 該 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 等

の 利 用 者 の 健 康 管 理 が 適 切 に 行 わ れ る

と 認め られ るとき は、こ れを 置か ないこ

と がで きる 。  

1 3  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス

等 基 準 第 9 3条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 通 所

介 護 事 業 所 を い う 。 )若 し く は 指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 9 7条 第 1項 に 規 定

す る指 定介 護予防 通所 介 護 事業 所 、指定

短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 等 又 は 併 設 型

指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 を 行

う 事 業 所 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 介 護

予 防 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 7条 第 1項 に 規

定 す る 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 の 事 業 を 行 う 事 業 所 が 併 設

さ れる 場合 におい ては、当該 併設 される

事 業所 の生 活相談 員、栄 養士 又は 機能訓

練 指導 員に ついて は、当 該指 定地 域密着

型 介護 老人 福祉施 設の 生活 相談 員、栄養

士 又 は 機 能 訓 練 指 導 員 に よ り 当 該 事 業

所 の 利 用 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と

認 めら れる ときは、これ を置 かな いこと

が でき る。  

1 3  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス

等 基 準 第 9 3条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 通 所

介 護事 業所 をいう。)                 

                                   

                             、 指 定

短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 等 又 は 併 設 型

指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業 を 行

う 事 業 所 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 介 護

予 防 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 7条 第 1項 に 規

定 す る 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 の 事 業 を 行 う 事 業 所 が 併 設

さ れる 場合 におい ては、当該 併設 される

事 業所 の生 活相談 員、栄 養士 又は 機能訓

練 指導 員に ついて は、当 該指 定地 域密着

型 介護 老人 福祉施 設の 生活 相談 員、栄養

士 又 は 機 能 訓 練 指 導 員 に よ り 当 該 事 業

所 の 利 用 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と

認 めら れる ときは、これ を置 かな いこと

が でき る。  

14 （ 略）  14 （ 略）  
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1 5  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又

は 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所          

   が 併 設 さ れ る 場 合 に お い て は 、 当 該

指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 介

護 支援 専門 員につ いて は、当 該併 設され

る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

又 は 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所        

     の 介 護 支 援 専 門 員 に よ り 当 該 指 定

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 利 用 者

の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認 め ら れ る

と きは 、こ れを置 かな いこ とが できる。 

1 5  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又

は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 が 併設 される 場合 にお いて は、当該

指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 介

護 支援 専門 員につ いて は、当 該併 設され

る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

又 は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 の 介 護 支 援 専 門 員 に よ り 当 該 指

定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 利 用

者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認 め ら れ

る と き は 、 こ れ を 置 か な い こ と が で き

る 。  

1 6  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定小 規模 多機能 型居 宅介 護事 業所、指

定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             

又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス

基 準 条 例 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

(以 下 「 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 等 」 と い う 。 )が 併 設 さ れ る 場 合 に

お いて は、当 該指定 地域 密着 型介 護老人

福 祉 施 設 が 前 各 項 に 定 め る 人 員 に 関 す

る 基準 を満 たす従 業者 を置 くほ か、当該

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等

に 第 8 4条 若 し く は 第 193条 又 は 指 定 地 域

密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 4 6

条 に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す

従 業者 が置 かれて いる とき は、当 該指定

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 従 業 者

は、当該 指定 小規模 多機 能型 居宅 介護事

業 所等 の職 務に従 事す るこ とが できる。 

1 6  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に

指 定小 規模 多機能 型居 宅介 護事 業所、指

定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス

基 準 条 例 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

(以 下 「 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 等 」 と い う 。 )が 併 設 さ れ る 場 合 に

お いて は、当 該指定 地域 密着 型介 護老人

福 祉 施 設 が 前 各 項 に 定 め る 人 員 に 関 す

る 基準 を満 たす従 業者 を置 くほ か、当該

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等

に 第 8 4条 若 し く は 第 193条 又 は 指 定 地 域

密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 4 6

条 に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す

従 業者 が置 かれて いる とき は、当 該指定

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 従 業 者

は、当該 指定 小規模 多機 能型 居宅 介護事

業 所等 の職 務に従 事す るこ とが できる。 

（ 加え る ）  1 7  第 1項 第 1号 の 医 師 及 び 同 項 第 6号 の

介 護支 援専 門員の 数は、サテ ライ ト型居

住 施 設 の 本 体 施 設 で あ る 指 定 地 域 密 着

型 介護 老人 福祉施 設で あっ て、当 該サテ

ラ イ ト 型 居 住 施 設 に 医 師 又 は 介 護 支 援

専 門員 を置 かない 場合 にあ って は、指定

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 入 所 者

の 数 及 び 当 該 サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設 の

入 所 者 の 数 の 合 計 数 を 基 礎 と し て 算 出

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に あ っ
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て 、介護支 援専 門員の 数は 、同 号の 規定

に か か わ ら ず 、 1以 上 (入 所 者 の 数 が 1 0 0

又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 1を 標 準 と す

る 。 )とす る。  

第 1 5 4条  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉

施 設 の 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。  

第 1 5 4条  指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉

施 設 の 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。  

(1)～ (5) （略）  (1)～ (5) （略）  

( 6 )  医 務 室  医 療 法 第 1条 の 5第 2項 に

規 定す る診 療所と する こと とし、入所

者 を 診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及

び 医療 機器 を備え るほ か、必 要に 応じ

て 臨 床 検 査 設 備 を 設 け る こ と 。 た だ

し 、本体 施設 が指定介 護老 人福 祉施設

                                 

 で あ る サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設 に つ い

て は医 務室 を必要 とせ ず、入 所者 を診

療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及 び 医 療

機 器を 備え る ほか、必 要に 応じ て臨床

検 査 設 備 を 設 け る こ と で 足 り る も の

と する 。  

( 6 )  医 務 室  医 療 法 第 1条 の 5第 2項 に

規 定す る診 療所と する こと とし、入所

者 を 診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及

び 医療 機器 を備え るほ か、必 要に 応じ

て 臨 床 検 査 設 備 を 設 け る こ と 。 た だ

し 、本体 施設 が指定介 護老 人福 祉施設

又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施

設 で あ る サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設 に つ

い ては 医務 室を必 要と せず、入所 者を

診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及 び 医

療 機器 を備 えるほ か、必要に 応じ て臨

床 検 査 設 備 を 設 け る こ と で 足 り る も

の とす る。  

(7)～ (9) （略）  (7)～ (9) （略）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(記 録の整 備 ) (記 録の整 備 ) 

第 178条  （略 ）  第 178条  （略 ）  

2 指定地 域密 着型 介護 老人 福祉 施設は 、

入 所 者 に 対 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老

人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 の 提 供 に 関

す る次 に掲 げる記 録を 整備 し、そ の完結

の 日 か ら 5年 間 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。  

2 指定地 域密 着型 介護 老人 福祉 施設は 、

入 所 者 に 対 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老

人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 の 提 供 に 関

す る次 に掲 げる記 録を 整備 し、そ の完結

の 日 か ら 5年 間 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。  

(1)～ (6) （略）  (1)～ (6) （略）  

（ 加え る ）  ( 7 ) 次 条 に お い て 準 用 す る 第 107条 第 2

項 に規 定す る報告、評 価、要 望、助 言

等 の記 録  

～ 略～  ～ 略～  

第 1 8 2条  ユ ニ ッ ト 型 指 定 地 域 密 着 型 介

護 老人 福祉 施設の 設備 の基 準は、次のと

お りと する 。  

第 1 8 2条  ユ ニ ッ ト 型 指 定 地 域 密 着 型 介

護 老人 福祉 施設の 設備 の基 準は、次のと

お りと する 。  
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(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

( 3 )  医 務 室  医 療 法 第 1条 の 5第 2項 に

規 定す る診 療所と する こと とし、入居

者 を 診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及

び 医療 機器 を備え る ほ か、必 要に 応じ

て 臨 床 検 査 設 備 を 設 け る こ と 。 た だ

し 、本体 施設 が指定介 護老 人福 祉施設

                                 

 で あ る サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設 に つ い

て は医 務室 を必要 とせ ず、入 居者 を診

療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及 び 医 療

機 器を 備え るほか、必 要に 応じ て臨床

検 査 設 備 を 設 け る こ と で 足 り る も の

と する 。  

( 3 )  医 務 室  医 療 法 第 1条 の 5第 2項 に

規 定す る診 療所と する こと とし、入居

者 を 診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及

び 医療 機器 を備え るほ か、必 要に 応じ

て 臨 床 検 査 設 備 を 設 け る こ と 。 た だ

し 、本体 施設 が指 定介 護老 人福 祉施設

又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施

設 で あ る サ テ ラ イ ト 型 居 住 施 設 に つ

い ては 医務 室を必 要と せず、入居 者を

診 療 す る た め に 必 要 な 医 薬 品 及 び 医

療 機器 を備 えるほ か、必要に 応じ て臨

床 検 査 設 備 を 設 け る こ と で 足 り る も

の とす る。  

(4)・ (5) （略）  (4)・ (5) （略）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

第 11章  複 合 型 サ ービ ス           

   

第 11章  看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護  

第 1 9 2条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該

当 す る 複 合 型 サ ー ビ ス (以 下 「 指 定 複 合

型 サー ビス 」と いう 。)               

                                   

                                   

   の 事 業 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準

第 5 9条 の 規 定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例 の

規 定 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 基 本 方 針 及

び 第 8 3条 に 規 定 す る 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 の 基 本 方 針 を 踏 ま え て 行 う も の

で なけ れば ならな い。  

第 1 9 2条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該

当 す る 複 合 型 サ ー ビ ス (施 行 規 則 第 17条

の 1 0に 規 定 す る 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 に限 る。以下こ の章 にお いて「指

定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 」 と い

う 。 )の 事 業 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基

準 第 5 9条 の 規 定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例

の 規 定 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 基 本 方 針

及 び 第 8 3条 に 規 定 す る 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 の 基 本 方 針 を 踏 ま え て 行 う も

の でな けれ ばなら ない 。  

(従 業者の 員数 等 ) (従 業者の 員数 等 ) 

第 1 9 3条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス の        

     事業 を行 う者 (以 下「 指 定複 合型サ

ー ビ ス 事 業 者       」 と い う 。 )

が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 「 指 定 複

合 型サ ービ ス事業 所             」と い

う 。 )ご と に 置 く べ き 指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス の       提 供 に 当 た る 従 業 者

(以 下「複合 型サ ービス 従業 者          

   」と いう 。)の員数 は、夜間 及び 深夜

の 時 間 帯 以 外 の 時 間 帯 に 指 定 複 合 型 サ

第 1 9 3条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 の 事 業 を 行 う 者 (以 下 「 指 定 看 護 小

規 模多 機能 型 居宅 介護 事業 者 」と いう 。)

が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 「 指 定 看

護 小規 模多 機能型 居宅 介護 事業 所 」とい

う 。 )ご と に 置 く べ き 指 定 看 護 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た る 従 業 者

(以 下 「 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従

業 者 」 と い う 。 )の 員 数 は 、 夜 間 及 び 深

夜 の 時 間 帯 以 外 の 時 間 帯 に 指 定 看 護 小
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ー ビ ス の        提 供 に 当 た る

複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者             に

つ いて は、常勤 換算方 法で 、通 いサ ービ

ス (登 録 者 (指 定 複 合 型 サ ー ビ ス を      

       利 用 す る た め に 指 定 複 合 型 サ ー

ビ ス 事 業 所              に 登 録 を 受

け た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 指 定 複 合

型 サ ー ビ ス 事 業 所             に 通 わ

せ て 行 う 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス の 事 業  

   を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 提 供 に 当

た る 者 を そ の 利 用 者 の 数 が 3又 は そ の 端

数 を 増 す ご と に 1以 上 及 び 訪 問 サ ー ビ ス

(複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者             が

登 録者 の居 宅を訪 問し、当該 居宅 におい

て 行 う 複 合 型 サ ー ビ ス                

 (本 体 事 業 所 で あ る 指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス 事 業 所             に あ っ て は 当 該

本 体 事 業 所 に 係 る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は サ テ

ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 居 宅 に お い

て 行 う 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス を     

  含 む 。 )を い う 。 以 下 こ の 章 に お い

て 同 じ 。 )の 提 供 に 当 た る 者 を 2以 上 と

し、夜間 及び 深夜の 時間 帯を 通じ て 指定

複 合 型 サ ー ビ ス の       提 供 に

当 た る 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者          

    に つ い て は 、 夜 間 及 び 深 夜 の 勤 務

(夜 間 及 び 深 夜 の 時 間 帯 に 行 わ れ る 勤 務

(宿 直 勤 務 を 除 く 。 )を い う 。 第 6項 に お

い て同 じ。)に当 たる者 を 1以上 及び 宿直

勤 務 に 当 た る 者 を 当 該 宿 直 勤 務 に 必 要

な 数以 上と する。  

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た る

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 に

つ いて は、常勤 換算方 法で 、通 いサ ービ

ス (登 録 者 (指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 を 利 用 す る た め に 指 定 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 登 録 を 受

け た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 指 定 看 護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 通 わ

せ て 行 う 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 を を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 提 供 に 当

た る 者 を そ の 利 用 者 の 数 が 3又 は そ の 端

数 を 増 す ご と に 1以 上 及 び 訪 問 サ ー ビ ス

(看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 が

登 録者 の居 宅を訪 問し、当該 居宅 におい

て 行 う 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 (本 体 事 業 所 で あ る 指 定 看 護 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に あ っ て は 当 該

本 体 事 業 所 に 係 る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は サ テ

ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 居 宅 に お い

て 行 う 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 を 含 む 。 )を い う 。 以 下 こ の 章 に お い

て 同 じ 。 )の 提 供 に 当 た る 者 を 2以 上 と

し、夜間 及び 深夜の 時間 帯を 通じ て 指定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に

当 た る 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従

業 者 に つ い て は 、 夜 間 及 び 深 夜 の 勤 務

(夜 間 及 び 深 夜 の 時 間 帯 に 行 わ れ る 勤 務

(宿 直 勤 務 を 除 く 。 )を い う 。 第 6項 に お

い て同 じ。)に当 たる者 を 1以上 及び 宿直

勤 務 に 当 た る 者 を 当 該 宿 直 勤 務 に 必 要

な 数以 上と する。  

2 （略）  2 （略）  

3  第 1項 の 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者       

      の う ち 1以 上 の 者 は 、 常 勤 の 保 健

師 又は 看護 師でな けれ ばな らな い。  

3  第 1項 の 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

従 業 者 の う ち 1以 上 の 者 は 、 常 勤 の 保 健

師 又は 看護 師でな けれ ばな らな い。  

4  第 1項 の 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者       

      の う ち 、 常 勤 換 算 方 法 で 2.5以 上

の 者は 、保健 師、看護師 又は 准看 護師 (以

下 この 章に おいて「看 護職 員」と いう。)

で なけ れば ならな い。  

4  第 1項 の 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

従 業 者 の う ち 、 常 勤 換 算 方 法 で 2.5以 上

の 者は 、保健 師、看護師 又は 准看 護師 (以

下 この 章に おいて「看 護職 員」と いう。)

で なけ れば ならな い。  
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5 （略）  5 （略）  

6  宿 泊 サ ー ビ ス (登 録 者 を 指 定 複 合 型 サ

ー ビ ス 事 業 所             に 宿 泊 さ せ

て 行 う 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス            

 (本 体 事 業 所 で あ る 指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス 事業 所             に あって は、当 該

本 体 事 業 所 に 係 る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は サ テ

ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 心 身 の 状 況

を 勘 案 し 、 そ の 処 遇 に 支 障 が な い 場 合

に、当該 登録 者を当 該本 体事 業所 に宿泊

さ せ て 行 う 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス    

   を 含 む 。 )を い う 。 以 下 同 じ 。 )

の 利用 者が いない 場合 であ って、夜間及

び 深 夜 の 時 間 帯 を 通 じ て 利 用 者 に 対 し

て 訪 問 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 必 要

な 連 絡 体 制 を 整 備 し て い る と き は 、 第 1

項 の規 定に かかわ らず、夜間 及び 深夜の

時 間 帯 を 通 じ て 夜 間 及 び 深 夜 の 勤 務 並

び に 宿 直 勤 務 に 当 た る 複 合 型 サ ー ビ ス

従 業 者             を 置 か な い こ と が

で きる 。  

6  宿 泊 サ ー ビ ス (登 録 者 を 指 定 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 宿 泊 さ せ

て 行 う 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 (本 体 事 業 所 で あ る 指 定 看 護 小 規 模 多

機 能型 居宅 介護事 業所 にあ って は、当該

本 体 事 業 所 に 係 る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は サ テ

ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 の 登 録 者 の 心 身 の 状 況

を 勘 案 し 、 そ の 処 遇 に 支 障 が な い 場 合

に、当該 登録 者を当 該本 体事 業所 に宿泊

さ せ て 行 う 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 を 含 む 。 )を い う 。 以 下 同 じ 。 )

の 利用 者が いない 場合 であ って、夜間及

び 深 夜 の 時 間 帯 を 通 じ て 利 用 者 に 対 し

て 訪 問 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 必 要

な 連 絡 体 制 を 整 備 し て い る と き は 、 第 1

項 の規 定に かかわ らず、夜間 及び 深夜の

時 間 帯 を 通 じ て 夜 間 及 び 深 夜 の 勤 務 並

び に 宿 直 勤 務 に 当 た る 看 護 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 か な い こ と が

で きる 。  

7  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所          

   に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 施 設

等 が併 設さ れてい る場 合に おい て、前各

項 に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す

複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者             を

置 くほ か、当 該各号 に掲 げる 施設 等の人

員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 従 業 者 を 置 い

て いる とき は、当該 複合 型サ ービ ス従業

者             は、当該 各号 に掲 げる施

設 等の 職務 に従事 する こと がで きる。  

7  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 施

設 等が 併設 されて いる 場合 にお いて、前

各 項 に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た

す 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者

を 置く ほか、当該各 号に 掲げ る施 設等の

人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 従 業 者 を 置

い てい ると きは、当 該 看 護小 規模 多機能

型 居宅 介護 従業者 は、当 該各 号に 掲げる

施 設等 の職 務に従 事す るこ とが できる。 

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

8 指定複 合型 サー ビス 事業 者      

  は 、登録 者に 係る居 宅サ ービ ス計画

及 び 複 合 型 サ ー ビ ス 計 画             

の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員

を 置か なけ ればな らな い 。た だし 、当 該

介 護支 援専 門員は 、利用 者の 処遇 に支障

が ない 場合 は、当 該 指定 複合 型サ ービス

事 業 所             の 他 の 職 務 に 従 事

8  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者 は、登録 者に係 る居 宅サ ービ ス計画

及 び 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画

の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員

を 置か なけ ればな らな い 。ただ し 、当該

介 護支 援専 門員は、利用 者の 処遇 に支障

が ない 場合 は、当該 指定 看護 小規 模多機

能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事
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し 、又 は当該 指定 複合型 サー ビス 事業所

            に 併 設 す る 前 項 各 号 に 掲

げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で

き る。  

し、又は 当該 指定看 護小 規模 多機 能型居

宅 介 護 事 業 所 に 併 設 す る 前 項 各 号 に 掲

げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で

き る。  

9 （略）  9 （略）  

1 0  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者 が       

                                   

                                   

                                   

     指 定 訪 問 看 護 事 業 者 の 指 定 を 併 せ

て 受け 、か つ 、指定 複合 型サ ービ スの   

          事 業 と 指 定 訪 問 看 護 の 事 業

と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運

営 され てい る 場合 に、指 定居 宅サ ービス

等 基 準 第 6 0条 第 1項 第 1号 イ の 規 定 に 相

当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定 に 規 定 す る 人

員 に 関 す る 基 準 を 満 た す と き (同 条 第 4

項 の 規 定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定

に よ り 同 条 第 1項 第 1号 イ 及 び 第 2号 の 規

定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定 に 規 定

す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な さ

れ て い る と き 及 び 第 8条 第 1 2項 の 規 定 に

よ り 同 条 第 1項 第 4号 ア に 規 定 す る 基 準

を 満 た し て い る も の と み な さ れ て い る

と き を 除 く 。 )は 、 当 該 指 定 複 合 型 サ ー

ビ ス 事 業 者 は 、 第 4項 に 規 定 す る 基 準 を

満 た し て い る も の と み な す こ と が で き

る 。  

1 0  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者 (指 定 地

域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該 当 す る 複 合 型 サ

ー ビ ス (以 下 「 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 」 と

い う 。 )の 事 業 を 行 う 者 を い う 。 以 下 同

じ 。 )が 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 の 指 定 を 併

せ て受 け、かつ 、指 定看 護小 規模 多機能

型 居 宅 介 護 の 事 業 と 指 定 訪 問 看 護 の 事

業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に

運 営さ れて いる場 合に、指定 居宅 サービ

ス 等 基 準 第 6 0条 第 1項 第 1号 イ の 規 定 に

相 当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定 に 規 定 す る

人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す と き (同 条 第

4項 の 規 定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定

に よ り 同 条 第 1項 第 1号 イ 及 び 第 2号 の 規

定 に 相 当 す る 県 基 準 条 例 の 規 定 に 規 定

す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な さ

れ て い る と き 及 び 第 8条 第 1 2項 の 規 定 に

よ り 同 条 第 1項 第 4号 ア に 規 定 す る 基 準

を 満 た し て い る も の と み な さ れ て い る

と き を 除 く 。 )は 、 当 該 指 定 複 合 型 サ ー

ビ ス 事 業 者 は 、 第 4項 に 規 定 す る 基 準 を

満 た し て い る も の と み な す こ と が で き

る 。  

(管 理者 ) (管 理者 ) 

第 194条  指定 複合 型サ ービ ス事 業者   

     は、指 定複合 型サ ービ ス事業

所             ご と に 専 ら そ の 職 務 に

従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な け れ ば

な らな い。た だし、当該 管理 者は、指定

複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所             の

管 理上 支障 がない 場合 は、当該 指 定複 合

型 サ ー ビ ス 事 業 所             の 他 の

職 務に 従事 し、又 は同一 敷地 内に ある他

の 事業 所、施 設等 若しく は当 該 指 定複合

型 サ ー ビ ス 事 業 所             に 併 設

す る 前 条第 7項各 号 に掲 げ る 施設 等の 職

務 に従 事す ること がで きる もの とする 。 

第 1 9 4条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業者 は、指定 看護 小規 模多 機能型

居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に

従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な け れ ば

な らな い。ただ し、当 該管 理者 は、指定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の

管 理上 支障 がな い 場合 は、当 該 指 定看護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 他 の

職 務に 従事 し、又は 同一 敷地 内に ある他

の 事業 所、施 設等若 しく は当 該 指 定看護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併 設

す る 前 条 第 7項 各 号 に 掲 げ る 施 設 等 の 職

務 に従 事す ること がで きる もの とする。 
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2 (略 ) 2 (略 ) 

(指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者           

  の代 表者 ) 

(指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

者 の代 表者 ) 

第 1 9 5条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者    

         の 代 表 者 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ

ー ム 、老人 デイ サービ スセ ンタ ー、介護

老 人保 健施 設 、指定 小規 模多 機能 型居宅

介 護事 業所、指定認 知症 対応 型共 同生活

介 護事 業所、指定複 合型 サー ビス 事業所

                                   

           等 の 従 業 者 若 し く は 訪 問 介

護 員 等 と し て 認 知 症 で あ る 者 の 介 護 に

従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 若 し く は 保 健

医 療 サ ー ビ ス 若 し く は 福 祉 サ ー ビ ス の

経 営 に 携 わ っ た 経 験 を 有 す る 者 で あ っ

て、別に 町長 が定め る研 修を 修了 してい

る も の 又 は 保 健 師 若 し く は 看 護 師 で な

け れば なら ない。  

第 1 9 5条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業者 の代表 者は、特別 養護 老人ホ

ー ム 、老人 デイ サービ スセ ンタ ー、介護

老 人保 健施 設、指定 小規 模多 機能 型居宅

介 護事 業所、指定認 知症 対応 型共 同生活

介 護事 業所、指定複 合型 サー ビス 事業所

(指 定 複 合 型 サ ー ビ ス の 事 業 を 行 う 事 業

所 を い う 。 )等 の 従 業 者 若 し く は 訪 問 介

護 員 等 と し て 認 知 症 で あ る 者 の 介 護 に

従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 若 し く は 保 健

医 療 サ ー ビ ス 若 し く は 福 祉 サ ー ビ ス の

経 営 に 携 わ っ た 経 験 を 有 す る 者 で あ っ

て、別に 町長 が定め る研 修を 修了 してい

る も の 又 は 保 健 師 若 し く は 看 護 師 で な

け れば なら ない。  

(登 録定員 及び 利用 定員 ) (登 録定員 及び 利用 定員 ) 

第 1 9 6条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所    

         は、そ の登録 定員 (登 録者 の数

の 上 限 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同

じ 。 )を 25人以 下と する 。  

第 1 9 6条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 事 業 所 は 、 そ の 登 録 定 員 (登 録 者 の

数 の上 限を いう。以 下こ の章 にお いて同

じ 。 )を 29人以 下と する 。  

2  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所          

   は 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 に お い て 、 通

い サ ー ビ ス 及 び 宿 泊 サ ー ビ ス の 利 用 定

員 (当 該 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所     

        に お け る サ ー ビ ス ご と の 1日 当

た りの 利用 者の数 の上 限を いう。以下こ

の 章 に お い て 同 じ 。 )を 定 め る も の と す

る 。  

2  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 は 、次 に掲 げる範 囲内 にお いて 、通

い サ ー ビ ス 及 び 宿 泊 サ ー ビ ス の 利 用 定

員 (当 該 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 に お け る サ ー ビ ス ご と の 1日 当

た りの 利用 者の数 の上 限を いう。以下こ

の 章 に お い て 同 じ 。 )を 定 め る も の と す

る 。  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人                          

                                 

                                 

                     まで  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人 (登 録 定 員 が 2 5人 を 超 え る 指

定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 にあ って は、登録定 員に 応じ て、次

の 表に 定め る利用 定員 )まで  

（ 加え る ）  登 録定 員  26人又 は 27人  28人  29人  

利 用定 員  16人  17人  18人  
 

(2) （略 ）  (2) （略 ）  

(設 備及び 備品 等 ) (設 備及び 備品 等 ) 

第 1 9 7条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所    第 1 9 7条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅
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         は 、 居 間 、 食 堂 、 台 所 、 宿 泊

室 、浴室 、消 火設備 その 他の 非常 災害に

際 し て 必 要 な 設 備 そ の 他 指 定 複 合 型 サ

ー ビ ス の             提 供 に 必 要 な 設

備 及び 備品 等を備 えな けれ ばな らない。 

介 護事 業所 は、居間、食堂 、台 所、宿泊

室 、浴室 、消 火設備 その 他の 非常 災害に

際 し て 必 要 な 設 備 そ の 他 指 定 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 必 要 な 設

備 及び 備品 等を備 えな けれ ばな らない。 

2 前項に 掲げ る設 備の 基準 は、次の とお

り とす る。  

2 前項に 掲げ る設 備の 基準 は、次の とお

り とす る。  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

(2) 宿泊 室  (2) 宿泊 室  

ア  一 の宿 泊室の 定員 は、1人 とする 。

た だ し 、 利 用 者 の 処 遇 上 必 要 と 認 め

ら れる 場合 は、2人 とす るこ とが でき

る 。  

ア  一 の宿 泊室の 定員 は、1人 とする 。

た だ し 、 利 用 者 の 処 遇 上 必 要 と 認 め

ら れる 場合 は、2人 とす るこ とが でき

る 。  

イ  一 の宿 泊室の 床面 積は、7.43平方

メ ー ト ル 以 上 と し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事

業 所             が 病 院 又 は 診 療所

で あ る 場 合 で あ っ て 定 員 が 1人 で あ

る 宿 泊 室 の 床 面 積 に つ い て は 、 6 . 4

平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と が で き

る 。  

イ  一 の宿 泊室の 床面 積は、7.43平方

メ ー ト ル 以 上 と し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 事 業 所 が 病 院 又 は 診 療 所

で あ る 場 合 で あ っ て 定 員 が 1人 で あ

る 宿 泊 室 の 床 面 積 に つ い て は 、 6 . 4

平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と が で き

る 。  

ウ  ア 及 び イ を 満 た す 宿 泊 室 (以 下 こ

の 号に おい て「 個室」と いう 。)以外

の 宿 泊 室 を 設 け る 場 合 は 、 個 室 以 外

の 宿 泊 室 の 面 積 を 合 計 し た 面 積 は 、

お お む ね 7.43平 方 メー ト ル に 宿 泊 サ

ー ビ ス の 利 用 定 員 か ら 個 室 の 定 員 数

を 減 じ た 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と

す る も の と し 、 そ の 構 造 は 利 用 者 の

プ ラ イ バ シ ー が 確 保 さ れ た も の で な

け れば なら ない。  

ウ  ア 及 び イ を 満 た す 宿 泊 室 (以 下 こ

の 号に おい て「 個室」と いう 。)以外

の 宿 泊 室 を 設 け る 場 合 は 、 個 室 以 外

の 宿 泊 室 の 面 積 を 合 計 し た 面 積 は 、

お お む ね 7.43平 方 メー ト ル に 宿 泊 サ

ー ビ ス の 利 用 定 員 か ら 個 室 の 定 員 数

を 減 じ た 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と

す る も の と し 、 そ の 構 造 は 利 用 者 の

プ ラ イ バ シ ー が 確 保 さ れ た も の で な

け れば なら ない。  

エ  プ ラ イ バ シ ー が 確 保 さ れ た 居 間

に つ い て は 、 ウ の 個 室 以 外 の 宿 泊 室

の 面積 に含 めるこ とが でき る。  

エ  プ ラ イ バ シ ー が 確 保 さ れ た 居 間

に つ い て は 、 ウ の 個 室 以 外 の 宿 泊 室

の 面積 に含 めるこ とが でき る。  

3  第 1項 に 掲 げ る 設 備 は 、 専 ら 当 該 指 定

複 合 型 サ ー ビ ス の             事 業 の

用 に供 する もので なけ れば なら ない。た

だ し、利 用者 に対す る 指 定複 合型 サービ

ス の             提 供 に 支 障 が な い 場

合 は、 この 限りで ない 。  

3  第 1項 に 掲 げ る 設 備 は 、 専 ら 当 該 指 定

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事 業 の

用 に供 する もので なけ れば なら ない。た

だ し、利 用者 に対す る 指 定看 護小 規模多

機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 支 障 が な い 場

合 は、 この 限りで ない 。  

4  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所          4  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事
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   は 、 利 用 者 の 家 族 と の 交 流 の 機 会 の

確 保 や 地 域 住 民 と の 交 流 を 図 る 観 点 か

ら、住宅 地又 は住宅 地と 同程 度に 利用者

の 家 族 や 地 域 住 民 と の 交 流 の 機 会 が 確

保 さ れ る 地 域 に あ る よ う に し な け れ ば

な らな い。  

業 所 は、利用 者の家 族と の交 流の 機会の

確 保 や 地 域 住 民 と の 交 流 を 図 る 観 点 か

ら、住宅 地又 は住宅 地と 同程 度に 利用者

の 家 族 や 地 域 住 民 と の 交 流 の 機 会 が 確

保 さ れ る 地 域 に あ る よ う に し な け れ ば

な らな い。  

(指 定 複 合 型 サ ー ビ ス             の 基

本 取扱 方針 ) 

(指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 基

本 取扱 方針 ) 

第 1 9 8条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス          

   は 、 利 用 者 の 要 介 護 状 態 の 軽 減 又 は

悪 化の 防止 に資す るよ う、そ の目 標を設

定 し 、 計 画 的 に 行 わ れ な け れ ば な ら な

い 。  

第 1 9 8条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 は、利用 者の要 介護 状態 の軽 減又は

悪 化の 防止 に資す るよ う、そ の目 標を設

定 し 、 計 画 的 に 行 わ れ な け れ ば な ら な

い 。  

2  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者     

  は、自ら その提 供す る 指 定複 合型サ

ー ビ ス の             質 の 評 価 を 行 う

と とも に、定 期的に 外部 の者 によ る評価

を 受け て 、それ らの結 果を 公表 し、常に

そ の改 善を 図らな けれ ばな らな い。  

2  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者 は、自ら その提 供す る 指 定看 護小規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 質 の 評 価 を 行 い  

                                   

        、それ らの結 果を 公表 し、常に

そ の改 善を 図らな けれ ばな らな い。  

(指 定 複 合 型 サ ー ビ ス             の 具

体 的取 扱方 針 ) 

(指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 具

体 的取 扱方 針 ) 

第 1 9 9条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス の        

     方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る

も のと する 。  

第 1 9 9条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護の 方針 は、次に 掲げ ると ころ による

も のと する 。  

(1)  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス は           

  、利用 者が 住み慣れ た地 域で の生活

を 継続 する ことが でき るよ う、利 用者

の 病状 、心 身の 状況、希 望及び その 置

か れて いる 環境を 踏ま えて、通い サー

ビ ス、訪 問サ ービス及 び宿 泊サ ービス

を 柔軟 に組 み合わ せる こと によ り、療

養 上 の 管 理 の 下 で 妥 当 適 切 に 行 う も

の とす る。  

( 1 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

は 、利用 者が 住み慣れ た地 域で の生活

を 継続 する ことが でき るよ う、利 用者

の 病状 、心 身の 状況、希 望及び その 置

か れて いる 環境を 踏ま えて、通い サー

ビ ス、訪 問サ ービス及 び宿 泊サ ービス

を 柔軟 に組 み合わ せる こと によ り、療

養 上 の 管 理 の 下 で 妥 当 適 切 に 行 う も

の とす る。  

(2)  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス は           

  、利 用者 一人一 人の 人格 を尊 重し、

利 用 者 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 持 っ て 家

庭 的 な 環 境 の 下 で 日 常 生 活 を 送 る こ

と が で き る よ う 配 慮 し て 行 う も の と

す る。  

( 2 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

は 、利 用者 一人一 人の 人格 を尊 重し、

利 用 者 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 持 っ て 家

庭 的 な 環 境 の 下 で 日 常 生 活 を 送 る こ

と が で き る よ う 配 慮 し て 行 う も の と

す る。  

(3)  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス の           

  提供 に当 たって は、複合型 サー ビス

( 3 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

の 提供 に当 たって は、看護小 規模 多機
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計 画             に基 づき、漫然 かつ

画 一的 にな らない よう に、利 用者 の機

能 訓 練 及 び そ の 者 が 日 常 生 活 を 営 む

こ と が で き る よ う 必 要 な 援 助 を 行 う

も のと する 。  

能 型居 宅介 護計画 に基 づき、漫然 かつ

画 一的 にな らない よう に、利 用者 の機

能 訓 練 及 び そ の 者 が 日 常 生 活 を 営 む

こ と が で き る よ う 必 要 な 援 助 を 行 う

も のと する 。  

(4)  複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者           

  は、指 定複 合型サー ビス の         

    提 供に 当たっ ては 、懇切 丁寧 に行

う こと を旨 とし、利用 者又 はそ の家族

に 対し、療養 上必要な 事項 その 他サー

ビ スの 提供 の内容 等に つい て、理 解し

や す い よ う に 説 明 又 は 必 要 に 応 じ た

指 導を 行う ものと する 。  

( 4 ) 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業

者 は、指 定看 護小規模 多機 能型 居宅介

護 の 提 供に 当たっ ては 、懇切 丁寧 に行

う こ と を旨 とし、利用 者又 はそ の家族

に 対し、療養 上必要な 事項 その 他サー

ビ スの 提供 の内容 等に つい て、理 解し

や す い よ う に 説 明 又 は 必 要 に 応 じ た

指 導を 行う ものと する 。  

(5) 指定 複合 型サ ービ ス事 業者    

   は、指 定複合型 サー ビス の     

        提 供に当 たっ ては、当該 利用

者 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体

を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い 場

合 を除 き、身 体的拘束 等を 行っ てはな

ら ない 。  

( 5 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 は、指 定看護小 規模 多機 能型居

宅 介護 の 提 供に当 たっ ては、当該 利用

者 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体

を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い 場

合 を除 き、身 体的拘束 等を 行っ てはな

ら ない 。  

(6) 指定 複合 型サ ービ ス事 業者    

   は、前 号の身体 的拘 束等 を行う

場 合に は、その 態様及 び時 間、その 際

の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や

む を 得 な い 理 由 を 記 録 し な け れ ば な

ら ない 。  

( 6 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 は、前 号の身体 的拘 束等 を行う

場 合に は、その 態様及 び時 間、その 際

の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や

む を 得 な い 理 由 を 記 録 し な け れ ば な

ら ない 。  

(7)  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス は           

  、通い サー ビ スの利 用者 が登 録定員

に 比 べ て 著 し く 少 な い 状 態 が 続 く も

の であ って はなら ない 。  

( 7 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

は 、通い サー ビスの利 用者 が登 録定員

に 比 べ て 著 し く 少 な い 状 態 が 続 く も

の であ って はなら ない 。  

( 8 ) 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 登

録 者 が 通 い サ ー ビ ス を 利 用 し て い な

い 日に おい ては 、可能 な限 り、訪問 サ

ー ビス の提 供、電話連 絡に よる 見守り

等 を 行 う 等 登 録 者 の 居 宅 に お け る 生

活 を 支 え る た め に 適 切 な サ ー ビ ス を

提 供し なけ ればな らな い。  

( 8 ) 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業者 は、登 録者が通 いサ ービ スを利

用 して いな い日に おい ては、可能 な限

り 、訪問サ ービ スの提 供 、電話 連絡 に

よ る 見 守 り 等 を 行 う 等 登 録 者 の 居 宅

に お け る 生 活 を 支 え る た め に 適 切 な

サ ービ スを 提供し なけ れば なら ない。 

( 9 )  看 護 サ ー ビ ス (指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス の             うち 、保健師 、看護

師、准看 護師、理学療 法士、作業 療法

士 又 は 言 語 聴 覚 士 (以 下 こ の 章 に お い

( 9 )  看 護 サ ー ビ ス (指 定 看 護 小 規 模 多

機 能型 居宅 介護の うち 、保健師 、看護

師、准看 護師、理学療 法士、作業 療法

士 又 は 言 語 聴 覚 士 (以 下 こ の 章 に お い
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て 「 看 護 師 等 」 と い う 。 )が 利 用 者 に

対 し て 行 う 療 養 上 の 世 話 又 は 必 要 な

診 療の 補助 である もの をい う。以 下こ

の 章 に お い て 同 じ 。 )の 提 供 に 当 た っ

て は、主 治の 医師との 密接 な連 携によ

り 、及び 第 201条 第 1項 に規 定す る 複合

型 サ ー ビ ス 計 画             に 基 づ

き 、利用 者の 心身の機 能の 維持 回復が

図 ら れ る よ う 妥 当 適 切 に 行 わ な け れ

ば なら ない 。  

て 「 看 護 師 等 」 と い う 。 )が 利 用 者 に

対 し て 行 う 療 養 上 の 世 話 又 は 必 要 な

診 療の 補助 である もの をい う。以 下こ

の 章 に お い て 同 じ 。 )の 提 供 に 当 た っ

て は、主 治の 医師との 密接 な連 携によ

り 、及び 第 201条 第 1項 に規 定す る 看護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 に 基 づ

き 、利用 者の 心身の機 能の 維持 回復が

図 ら れ る よ う 妥 当 適 切 に 行 わ な け れ

ば なら ない 。  

(10)・ (11) （略 ）  (10)・ (11) （略 ）  

(主 治の医 師と の関 係 ) (主 治の医 師と の関 係 ) 

第 2 0 0条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所    

         の 常 勤 の 保 健 師 又 は 看 護 師

は、主治 の医 師の指 示に 基づ き適 切な看

護 サー ビス が提供 され るよ う、必 要な管

理 をし なけ ればな らな い。  

第 2 0 0条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 事 業 所 の 常 勤 の 保 健 師 又 は 看 護 師

は、主治 の医 師の指 示に 基づ き適 切な看

護 サー ビス が提供 され るよ う、必 要 な管

理 をし なけ ればな らな い。  

2 指定複 合型 サー ビス 事業 者      

  は、看護 サービ スの 提供 の開 始に際

し、主治 の医 師によ る指 示を 文書 で受け

な けれ ばな らない 。  

2  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者 は、看護 サービ スの 提供 の開 始に際

し、主治 の医 師によ る指 示を 文書 で受け

な けれ ばな らない 。  

3 指定複 合型 サー ビス 事業 者      

  は 、主治 の医 師に 複 合型 サー ビス計

画             及 び 複 合 型 サ ー ビ ス 報

告 書             を提 出し 、看護 サー ビ

ス の 提 供 に 当 た っ て 主 治 の 医 師 と の 密

接 な連 携を 図らな け れ ばな らな い。  

3  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者 は、主治 の医師 に 看 護小 規模 多機能

型 居 宅 介 護 計 画 及 び 看 護 小 規 模 多 機 能

型 居宅 介護 報告書 を提 出し、看護 サービ

ス の 提 供 に 当 た っ て 主 治 の 医 師 と の 密

接 な連 携を 図らな けれ ばな らな い。  

4  当 該 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所      

       が 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

第 2項 の 主 治 の 医 師 の 文 書 に よ る 指 示 及

び 前 項 の 複 合 型 サ ー ビ ス 報 告 書        

     の 提 出 は 、 診 療 記 録 へ の 記 載 を も

っ て代 える ことが でき る。  

4  当 該 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 が 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 場 合

に あっ ては、前 2項の規 定に かか わらず 、

第 2項 の 主 治 の 医 師 の 文 書 に よ る 指 示 及

び 前 項 の 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

報 告書 の提 出は、診 療記 録へ の記 載をも

っ て代 える ことが でき る。  

(複 合 型 サ ー ビ ス 計 画             及 び

複 合 型 サ ー ビ ス 報 告 書             の

作 成 ) 

(看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 及 び

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 報 告 書 の

作 成 ) 

第 2 0 1条  指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所    

         の 管 理 者 は 、 介 護 支 援 専 門 員

に 複 合 型 サ ー ビ ス 計 画             の

作 成 に 関 す る 業 務 を 、 看 護 師 等 (准 看 護

第 2 0 1条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業所 の管理 者は、介護 支援 専門員

に 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の

作 成 に 関 す る 業 務 を 、 看 護 師 等 (准 看 護
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師 を除 く。第 9項に おい て同 じ。)に複合

型 サ ー ビ ス 報 告 書             の 作 成

に 関す る業 務を担 当さ せる もの とする。 

師 を除 く。第 9項に おい て同 じ。)に看護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 報 告 書 の 作 成

に 関す る業 務を担 当さ せる もの とする。 

2 介護支 援専 門員 は、複合 型サ ービ ス計

画             の 作成 に 当 たっ ては、看

護 師 等 と 密 接 な 連 携 を 図 り つ つ 行 わ な

け れば なら ない。  

2 介護支 援専 門員 は、看護 小規 模多 機能

型 居宅 介護 計画 の 作成 に当 たっ ては、看

護 師 等 と 密 接 な 連 携 を 図 り つ つ 行 わ な

け れば なら ない。  

3 介護支 援専 門員 は、複合 型サ ービ ス計

画             の 作成 に当 たっ ては、地

域 に お け る 活 動 へ の 参 加 の 機 会 が 提 供

さ れる こと 等によ り、利 用者 の多 様な活

動 が 確 保 さ れ る も の と な る よ う に 努 め

な けれ ばな らない 。  

3 介護支 援専 門員 は、看護 小規 模多 機能

型 居宅 介護 計画 の 作成 に当 たっ ては、地

域 に お け る 活 動 へ の 参 加 の 機 会 が 提 供

さ れる こと 等によ り、利 用者 の多 様な活

動 が 確 保 さ れ る も の と な る よ う に 努 め

な けれ ばな らない 。  

4 介護支 援専 門員 は、利用 者の 心身 の状

況、希望 及び その置 かれ てい る環 境を踏

ま えて、他の 複合型 サー ビス 従業 者     

        と 協議の 上、援 助の目 標 、当該

目 標 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な サ ー ビ

ス の 内 容 等 を 記 載 し た 複 合 型 サ ー ビ ス

計 画             を作 成す ると ともに、

こ れを 基本 としつ つ、利 用者 の日 々の様

態 、希望等 を勘 案し 、随 時適 切に 通いサ

ー ビス、訪問 サービ ス及 び宿 泊サ ービス

を 組 み 合 わ せ た 看 護 及 び 介 護 を 行 わ な

く ては なら ない。  

4 介護支 援専 門員 は、利用 者の 心身 の状

況、希望 及び その置 かれ てい る環 境を踏

ま えて、他の 看護小 規模 多機 能型 居宅介

護 従業 者 と 協議の 上、援 助の目 標 、当該

目 標 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な サ ー ビ

ス の 内 容 等 を 記 載 し た 看 護 小 規 模 多 機

能 型居 宅介 護計画 を作 成す ると ともに、

こ れを 基本 としつ つ、利 用者 の日 々の様

態 、希望等 を勘 案し 、随 時適 切に 通いサ

ー ビス、訪問 サービ ス及 び宿 泊サ ービス

を 組 み 合 わ せ た 看 護 及 び 介 護 を 行 わ な

く ては なら ない。  

5 介護支 援専 門員 は、複合 型サ ービ ス計

画             の 作成 に当 たっ ては、そ

の 内 容 に つ い て 利 用 者 又 は そ の 家 族 に

対 して 説明 し、利用 者の 同意 を得 なけれ

ば なら ない 。  

5 介護支 援専 門員 は、看護 小規 模多 機能

型 居宅 介護 計画 の 作成 に当 たっ ては、そ

の 内 容 に つ い て 利 用 者 又 は そ の 家 族 に

対 して 説明 し、利用 者の 同意 を得 なけれ

ば なら ない 。  

6 介護支 援専 門員 は、複合 型サ ービ ス計

画             を 作成 した 際に は、当該

複 合 型 サ ー ビ ス 計 画             を 利

用 者に 交付 しなけ れば なら ない 。  

6 介護支 援専 門員 は、看護 小規 模多 機能

型 居宅 介護 計画 を 作成 した 際に は、当該

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 を 利

用 者に 交付 しなけ れば なら ない 。  

7 介護支 援専 門員 は、複合 型サ ービ ス計

画             の 作成 後に おい ても、常

に 複 合 型 サ ー ビ ス 計 画             の

実 施 状 況 及 び 利 用 者 の 様 態 の 変 化 等 の

把 握を 行い、必要に 応じ て 複 合型 サービ

ス 計画             の 変更 を行 う。  

7 介護支 援専 門員 は、看護 小規 模多 機能

型 居宅 介護 計画 の 作成 後に おい ても、常

に 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の

実 施 状 況 及 び 利 用 者 の 様 態 の 変 化 等 の

把 握を 行い、必要に 応じ て 看 護小 規模多

機 能型 居宅 介護計 画 の 変更 を行 う。  

8 第 2項か ら第 6項 まで の規 定は 、前 項に 8 第 2項か ら第 6項 まで の規 定は 、前 項に
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規 定 す る 複 合 型 サ ー ビ ス 計 画          

   の変更 につ いて 準用 する 。  

規 定 す る 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

計 画 の 変更 につい て準 用す る。  

9 看護師 等は、訪問日、提供 した 看護内

容 等 を 記 載 し た 複 合 型 サ ー ビ ス 報 告 書  

           を 作 成 し な け れ ば な ら な

い 。  

9 看護師 等は、訪問日、提供 した 看護内

容 等 を 記 載 し た 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 報 告 書 を 作 成 し な け れ ば な ら な

い 。  

10 前 条第 4項 の規 定は 、複 合型 サー ビス

報 告 書             の 作 成 に つ い て 準

用 する 。  

10 前 条第 4項 の規 定は 、看 護小 規模 多機

能 型 居 宅 介 護 報 告 書 の 作 成 に つ い て 準

用 する 。  

(緊 急時等 の対 応 ) (緊 急時等 の対 応 ) 

第 2 0 2条  複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者        

     は、現 に 指 定複合 型サ ービ スの    

         提 供 を 行 っ て い る と き に 利 用

者 に 病 状 の 急 変 が 生 じ た 場 合 そ の 他 必

要 な場 合は、速やか に主 治の 医師 への連

絡 を 行 う 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ

ば なら ない 。  

第 2 0 2条  看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

従 業者 は、現 に 指定 看護 小規 模多 機能型

居 宅 介 護 の 提 供 を 行 っ て い る と き に 利

用 者 に 病 状 の 急 変 が 生 じ た 場 合 そ の 他

必 要な 場合 は、速や かに 主治 の医 師への

連 絡 を 行 う 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

れ ばな らな い。  

2  前 項 の 複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者        

     が 看 護 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て

は、必要 に応 じて臨 時応 急の 手当 てを行

わ なけ れば ならな い。  

2  前 項 の 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

従 業 者 が 看 護 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て

は、必要 に応 じて臨 時応 急の 手当 てを行

わ なけ れば ならな い。  

(記 録の整 備 ) (記 録の整 備 ) 

第 203条  指定 複合 型サ ービ ス事 業者   

     は、従業者 、設 備 、備品 及び

会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整 備 し て お か な

け れば なら ない。  

第 2 0 3条  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業者 は、従業者 、設 備 、備品 及び

会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整 備 し て お か な

け れば なら ない。  

2 指定複 合型 サー ビス 事業 者      

  は、利用 者に対 する 指定 複合 型サー

ビ ス の             提 供 に 関 す る 次 に

掲 げる 記録 を整備 し、そ の完 結の 日から

5年 間保存 しな けれ ばな らな い。  

2  指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 者 は、利用 者に対 する 指定 看護 小規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 関 す る 次 に

掲 げる 記録 を整備 し、そ の完 結の 日から

5年 間保存 しな けれ ばな らな い。  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

(2) 複合 型サ ービ ス計 画              (2) 看護 小規 模多 機能 型居 宅介 護計画  

(3)・ (4) （略）  (3)・ (4) （略）  

( 5 ) 第 201条 第 9項 に 規 定 す る 複 合 型 サ

ー ビス 報告 書              

( 5 ) 第 201条 第 9項 に 規 定 す る 看 護 小 規

模 多機 能型 居宅介 護報 告書  

(6)～ (10) （ 略）  (6)～ (10) （ 略）  

(準 用 ) (準 用 ) 

第 2 0 4条  第 1 1条 か ら 第 1 5条 ま で 、 第 2 2

条 、 第 2 4条 、 第 3 0条 、 第 3 6条 か ら 第 4 0

第 2 0 4条  第 1 1条 か ら 第 1 5条 ま で 、 第 2 2

条 、 第 2 4条 、 第 3 0条 、 第 3 6条 か ら 第 4 0
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条 ま で 、 第 4 2条 、 第 43条 、 第 7 4条 、 第 7

6条 、 第 7 9条 、 第 8 9条 か ら 第 9 2条 ま で 、

第 95条 か ら 第 97条 ま で 、 第 9 9条 、 第 100

条 及 び 第 1 0 2条 か ら 第 1 0 8条 ま で の 規 定

は、指定 複合 型サー ビス の             

事 業に つい て準用 する。この 場合 におい

て 、 第 11条 第 1項 中 「 第 3 3条 に 規 定 す る

運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 204条 に お い

て 準 用 す る 第 102条 に 規 定 す る 重 要 事 項

に 関す る規 程」と 、同項 及び 第 36条中「 定

期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 従 業

者 」 と あ り 、 第 7 6条 第 3項 中 「 認 知 症 対

応 型通 所介 護従業 者」と あ り 、並 びに第

91条及 び第 99条中「 小規 模多 機能 型居宅

介 護従 業者 」と あるの は「 複合 型サ ービ

ス 従 業 者             」 と 、 第 108条 中

「 第 8 4条 第 6項 各 号 」 と あ る の は 「 第 1 9

3条 第 7項 各 号 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。  

条 ま で 、 第 4 2条 、 第 43条 、 第 7 4条 、 第 7

6条 、 第 7 9条 、 第 8 9条 か ら 第 9 2条 ま で 、

第 95条 か ら 第 97条 ま で 、 第 9 9条 、 第 100

条 及 び 第 1 0 2条 か ら 第 1 0 8条 ま で の 規 定

は、指定 看護 小規模 多機 能型 居宅 介護の

事 業に つい て準用 する。この 場合 におい

て 、 第 11条 第 1項 中 「 第 3 3条 に 規 定 す る

運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 204条 に お い

て 準 用 す る 第 102条 に 規 定 す る 重 要 事 項

に 関す る規 程」と 、同項 及び 第 36条中「 定

期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 従 業

者 」 と あ り 、 第 7 6条 第 3項 中 「 認 知 症 対

応 型通 所介 護従業 者」と あり 、並 びに第

91条及 び第 99条中「 小規 模多 機能 型居宅

介 護従 業者 」と あるの は「 看護 小規 模多

機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」 と 、 第 108条 中

「 第 8 4条 第 6項     」 と あ る の は 「 第 1 9

3条 第 7項 各 号 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。  

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 指定 地域 密着 型介護 予防  

サ ービ スに 係る基 準を 定め る条 例新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(設 備及び 備品 等 ) (設 備及び 備品 等 ) 

第 9条  （ 略）  第 9条  （ 略）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

（ 加え る）  4  前 項 た だ し 書 の 場 合 (単 独 型 ・ 併 設 型

指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事

業 者 が 第 1項 に 掲 げ る 設 備 を 利 用 し 、 夜

間 及び 深夜 に単独 型・併 設型 指定 介護予

防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 以 外 の サ ー ビ

ス を 提 供 す る 場 合 に 限 る 。 )に は 、 当 該

サ ー ビ ス の 内 容 を 当 該 サ ー ビ ス の 提 供

の 開始 前に 町長に 届け 出る もの とする。 

4 単独型・併 設型 指定 介護 予防 認知症 対

応 型通 所介 護事業 者が 単独 型・併 設型指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 の 指 定

を 併せ て受 け、かつ、単独 型・併設 型指

定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事

5 単独型・併 設型 指定 介護 予防 認知症 対

応 型通 所介 護事業 者が 単独 型・併 設型指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 の 指 定

を 併せ て受 け、かつ、単独 型・併設 型指

定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事
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業 と単 独型・併設型 指定 認知 症対 応型通

所 介 護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い

て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い

て は、指 定地 域密着 型サ ービ ス基 準条例

第 6 5条 第 1項 か ら 第 3項 ま で に 規 定 す る

設 備 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ

て、前 3項              に規 定す る基準

を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で

き る。  

業 と単 独型・併設型 指定 認知 症対 応型通

所 介 護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い

て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い

て は、指 定地 域密着 型サ ービ ス基 準条例

第 6 5条 第 1項 か ら 第 3項 ま で に 規 定 す る

設 備 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ

て、第 1項か ら第 3項 まで に規 定す る基準

を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で

き る。  

(従 業者の 員数 ) (従 業者の 員数 ) 

第 1 0条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条

例 第 1 1 2条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 認 知 症

対 応型 共同 生活介 護事 業所 をい う。以下

同 じ 。 )若 し く は 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 (第 7 3条 第 1項

に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。 次 条 第 1項

に お い て 同 じ 。 )の 居 間 若 し く は 食 堂 又

は 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 (指 定 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 1 3 1条 第 1項 に

規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 を い

う 。 次 条 第 1項 及 び 第 4 6条 第 6項 第 2号 に

お い て 同 じ 。 )若 し く は 指 定 地 域 密 着 型

介 護 老 人 福 祉 施 設 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 1 5 2条 第 1項 に 規 定 す る

指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 を い

う 。 次 条 第 1項 及 び 第 4 6条 第 6項 第 3号 に

お い て 同 じ 。 )の 食 堂 若 し く は 共 同 生 活

室 にお いて、これら の事 業所 又は 施設の

利 用者、入居 者又は 入所 者と とも に行う

指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (以

下「 共用 型指 定介護 予防 認知 症対 応型通

所 介護 」と いう 。)の事 業を 行う 者 (以下

「 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 者 」 と い う 。 )が 当 該 事 業 を

行 う 事 業 所 (以 下 「 共 用 型 指 定 介 護 予 防

認 知症 対応 型通所 介護 事業 所」と いう 。)

に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 は 、 当 該 利 用

者、当該 入居 者又は 当該 入所 者の 数と当

該 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 の 利 用 者 (当 該 共 用 型 指 定 介 護 予

第 1 0条  指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条

例 第 1 1 2条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 認 知 症

対 応型 共同 生活介 護事 業所 をい う。以下

同 じ 。 )若 し く は 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 (第 7 3条 第 1項

に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。 次 条 第 1項

に お い て 同 じ 。 )の 居 間 若 し く は 食 堂 又

は 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 (指 定 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 1 3 1条 第 1項 に

規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 を い

う 。 次 条 第 1項 及 び 第 4 6条 第 6項      に

お い て 同 じ 。 )若 し く は 指 定 地 域 密 着 型

介 護 老 人 福 祉 施 設 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 1 5 2条 第 1項 に 規 定 す る

指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 を い

う 。 次 条 第 1項 及 び 第 4 6条 第 6項      に

お い て 同 じ 。 )の 食 堂 若 し く は 共 同 生 活

室 にお いて、これら の事 業所 又は 施設の

利 用者、入居 者又は 入所 者と とも に行う

指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (以

下「 共用 型指 定介護 予防 認知 症対 応型通

所 介護 」と いう 。)の事 業を 行う 者 (以下

「 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 者 」 と い う 。 )が 当 該 事 業 を

行 う 事 業 所 (以 下 「 共 用 型 指 定 介 護 予 防

認 知症 対応 型通所 介護 事業 所」と いう 。)

に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 は 、 当 該 利 用

者、当該 入居 者又は 当該 入所 者の 数と当

該 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 の 利 用 者 (当 該 共 用 型 指 定 介 護 予
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防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 が 共 用

型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 (指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 6 6条

第 1項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )

の 指定 を併 せて受 け、か つ、共用 型指定

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業

と 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (同

項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型

通 所 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 事 業 と

が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営

さ れて いる 場合に あっ ては、当該 事業所

に お け る 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 又 は 共 用 型 指 定 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 の 利 用 者 。 次 条 第 1項 に お

い て同 じ。)の数 を合計 した 数に ついて 、

第 7 3条 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基

準 条 例 第 112条 、 第 132条 若 し く は 第 153

条 の 規 定 を 満 た す た め に 必 要 な 数 以 上

と する 。  

防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 が 共 用

型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 者 (指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 6 6条

第 1項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )

の 指定 を併 せて受 け、か つ、共用 型指定

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 事 業

と 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (同

項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型

通 所 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 事 業 と

が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営

さ れて いる 場合に あっ ては、当該 事業所

に お け る 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 又 は 共 用 型 指 定 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 の 利 用 者 。 次 条 第 1項 に お

い て同 じ。)の数 を合計 した 数に ついて 、

第 7 3条 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基

準 条 例 第 112条 、 第 132条 若 し く は 第 153

条 の 規 定 を 満 た す た め に 必 要 な 数 以 上

と する 。  

2 （略）  2 （略）  

(利 用定員 等 ) (利 用定員 等 ) 

第 1 1条  共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 事 業 所 の 利 用 定 員 (当 該 共 用

型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

事 業 所 に お い て 同 時 に 共 用 型 指 定 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 提 供 を 受

け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を

い う 。 )は 、 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護事 業所 、指定介 護予 防認 知症 対応型

共 同 生 活 介 護 事 業 所                  

                                   

                                   

                  、指 定地 域密 着型特

定 施 設 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福

祉 施 設               ご と に 1日 当 た り

3人 以下と する 。  

第 1 1条  共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 事 業 所 の 利 用 定 員 (当 該 共 用

型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

事 業 所 に お い て 同 時 に 共 用 型 指 定 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 提 供 を 受

け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を

い う 。 )は 、 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護 事 業 所 又 は 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 に お い て は 共

同 生 活 住 居 (法 第 8条 第 1 9項 又 は 法 第 8条

の 2第 1 5項 に 規 定 す る 共 同 生 活 を 営 む べ

き 住 居 を い う 。 )ご と に 、 指 定 地 域 密 着

型 特 定 施 設 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老

人 福 祉 施 設 に お い て は 施 設 ご と に 1日 当

た り 3人以 下と する 。  

2  共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス (法

第 4 1条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ

ス を い う 。 第 8 1条 に お い て 同 じ 。 )、 指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (法 第 4 2条 の 2第 1

2  共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス (法

第 4 1条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ

ス を い う 。 第 8 1条 に お い て 同 じ 。 )、 指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (法 第 4 2条 の 2第 1
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項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス

を い う 。 第 81条 に お い て 同 じ 。 )、 指 定

居 宅 介 護 支 援 (法 第 4 6条 第 1項 に 規 定 す

る 指 定 居 宅 介 護 支 援 を い う 。 )、 指 定 介

護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 5 3条 第 1項 に 規 定

す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。 第 8

1条 におい て同 じ。)、指 定地 域密 着型介

護 予 防 サ ー ビ ス 若 し く は 指 定 介 護 予 防

支 援 (法 第 5 8条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 支 援 を い う 。 )の 事 業 又 は 介 護 保

険 施 設 (法 第 8条 第 2 4項 に 規 定 す る 介 護

保 険施 設を いう。第 81条 にお いて 同じ。)

若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 (健 康

保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 1 8

年 法 律 第 8 3号 )附 則 第 1 3 0条 の 2第 1項 の

規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の

と さ れ た 同 法 第 2 6条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 法 第 4 8条 第 1項 第 3号 に 規 定 す る 指

定 介護 療養 型医療 施設 をい う。第 46条第

6項 第 4号に おいて 同じ。)の運営 (同条第

7項 におい て「指 定居宅 サー ビス 事業等 」

と いう。)に つい て 3年以 上の 経験 を有す

る 者で なけ ればな らな い。  

項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス

を い う 。 第 81条 に お い て 同 じ 。 )、 指 定

居 宅 介 護 支 援 (法 第 4 6条 第 1項 に 規 定 す

る 指 定 居 宅 介 護 支 援 を い う 。 )、 指 定 介

護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 5 3条 第 1項 に 規 定

す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。 第 8

1条 におい て同 じ。)、指 定地 域密 着型介

護 予 防 サ ー ビ ス 若 し く は 指 定 介 護 予 防

支 援 (法 第 5 8条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介

護 予 防 支 援 を い う 。 )の 事 業 又 は 介 護 保

険 施 設 (法 第 8条 第 2 4項 に 規 定 す る 介 護

保 険施 設を いう。第 81条 にお いて 同じ。)

若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 (健 康

保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 1 8

年 法 律 第 8 3号 )附 則 第 1 3 0条 の 2第 1項 の

規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の

と さ れ た 同 法 第 2 6条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 法 第 4 8条 第 1項 第 3号 に 規 定 す る 指

定 介護 療養 型医療 施設 をい う。第 46条第

6項      に おいて 同じ。)の運営 (同条第

7項 におい て「指 定居宅 サー ビス 事業等 」

と いう。)に つい て 3年以 上の 経験 を有す

る 者で なけ ればな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(事 故発生 時の 対応 ) (事 故発生 時の 対応 ) 

第 39条  （ 略）  第 39条  （ 略）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

（ 追加 ）  4  指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

事 業者 は、第 7条第 4項 の単 独型・併 設型

指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 以

外 の サ ー ビ ス の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生

し た場 合は、第 1項及び 第 2項の 規定 に準

じ た 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。  

～ 略～  ～ 略～  

(従 業者の 員数 等 ) (従 業者の 員数 等 ) 

第 46条  （ 略）  第 46条  （ 略）  

2～ 5 （略 ）  2～ 5 （略 ）  

6  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ

る 施 設 等 が 併 設 さ れ て い る 場 合 に お い

6  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る              

                                   

                      場合に おい て、
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て、前各 項に 定める 人員 に関 する 基準を

満 た す 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 従業 者を 置くほ か、当 該各 号   に掲げ

る 施 設 等 の 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す

従 業者 を置 いてい ると きは、          

        当 該 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅介 護従 業者は、当該 各号   に 掲げる

施 設等 の職 務に従 事す るこ とが できる。 

前 各 項 に 定 め る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満

た す 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

従 業者 を置 くほか、同表 の中 欄 に 掲げ る

施 設 等 の 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 従

業 者を 置い ている とき は、同 表の 下欄に

掲 げ る 当 該 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 従業 者は、同 表の 中欄 に掲 げる施

設 等の 職務 に従事 する こと がで きる。  

(1) 指 定認 知症 対 応型 共 同生 活 介護 事

業 所  

(2) 指定 地域 密着 型特 定施 設  

(3) 指定 地域 密着 型介 護老 人福 祉施設  

( 4 )  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 (医 療 法

(昭 和 2 3年 法 律 第 2 0 5号 )第 7条 第 2項 第

4号 に 規 定 す る 療 養 病 床 を 有 す る 診 療

所 であ るも のに限 る。 ) 

当 該指 定介 護予防 小

規 模多 機能 型居宅 介

護 事業 所に 中欄に 掲

げ る施 設等 のいず れ

か が併 設さ れてい る

場 合  

当 該指 定介 護予防 小

規 模多 機能 型居宅 介

護 事業 所の 同一敷 地

内 に中 欄に 掲げる 施

設 等の いず れかが あ

る 場合  

指 定認 知症 対応型 共

同 生活 介護 事業所 、

指 定地 域密 着型特 定

施 設、 指定 地域密 着

型 介護 老人 福祉施 設

又 は指 定介 護療養 型

医 療施 設 (医療 法 (昭

和 23年 法律 第 205号 )

第 7条第 2項 第 4号に

規 定す る療 養病床 を

有 する 診療 所であ る

も のに 限る 。 ) 

左 欄に 掲げ る施設

等 、指 定居 宅サー ビ

ス の事 業を 行う事 業

所 、指 定定 期巡回 ・

随 時対 応型 訪問介 護

看 護事 業所 、指定 認

知 症対 応型 通所介 護

事 業所 、指 定介護 老

人 福祉 施設 又は介 護

老 人保 健施 設  

介 護職 員  看 護師 又は 准看護 師  
 

7  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 事 業 所 (指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居宅 介護 事業所 であ って、指定 居宅サ

ー ビ ス 事 業 等 そ の 他 の 保 健 医 療 又 は 福

祉 に 関 す る 事 業 に つ い て 3年 以 上 の 経 験

を 有 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 者 又 は 指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス 事 業 者             (指 定 地 域 密 着 型

サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 1 9 3条 第 1項 に 規 定

す る 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 者        

     をい う。)によ り設 置さ れる 当該指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 以 外 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 複 合 型 サ ー

7  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 事 業 所 (指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居宅 介護 事業所 であ って、指定 居宅サ

ー ビ ス 事 業 等 そ の 他 の 保 健 医 療 又 は 福

祉 に 関 す る 事 業 に つ い て 3年 以 上 の 経 験

を 有 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 者 又 は 指 定 看 護 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 (指 定 地 域 密 着 型

サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 1 9 3条 第 1項 に 規 定

す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 者 を い う 。 )に よ り 設 置 さ れ る 当 該

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 以 外 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 事 業 所 又 は 指 定 看 護 小 規
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ビ ス 事 業 所             (同 項 に 規 定 す

る 指 定 複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所          

   をいう 。以下同 じ。)であ って 当該指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 対 し て 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 係 る 支 援 を 行 う

も の (以下「本 体事 業所 」と いう 。)と の

密 接 な 連 携 の 下 に 運 営 さ れ る も の を い

う 。 以 下 同 じ 。 )に 置 く べ き 訪 問 サ ー ビ

ス の 提 供 に 当 た る 介 護 予 防 小 規 模 多 機

能 型居 宅介 護従業 者に つい ては、本体事

業 所 の 職 員 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る

と 認 め ら れ る と き は 、 1人 以 上 と す る こ

と がで きる 。  

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 (同 項 に 規 定

す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ っ て 当

該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 に 対 し て 指 定 介 護 予 防 小 規 模

多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 係 る 支 援 を

行 うも の (以下「本 体事 業所 」と いう 。)

と の 密 接 な 連 携 の 下 に 運 営 さ れ る も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 置 く べ き 訪 問 サ

ー ビ ス の 提 供 に 当 た る 介 護 予 防 小 規 模

多 機能 型居 宅介護 従業 者に つい ては、本

体 事 業 所 の 職 員 に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト

型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ

れ る と 認 め ら れ る と き は 、 1人 以 上 と す

る こと がで きる。  

8  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業所 につい ては、夜間 及び 深夜の

時 間 帯 を 通 じ て 本 体 事 業 所 に お い て 宿

直 勤 務 を 行 う 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 従 業 者 又 は 複 合 型 サ ー ビ ス 従

業 者             (指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 1 9 3条 第 1項 に 規 定 す る

複 合 型 サ ー ビ ス 従 業 者             を

い う 。 )に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 指 定 介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認

め られ ると きは、夜 間及 び深 夜の 時間帯

を 通 じ て 宿 直 勤 務 を 行 う 介 護 予 防 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 か な い

こ とが でき る。  

8  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 サ テ ラ イ

ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護事 業所 につい ては、夜間 及び 深夜の

時 間 帯 を 通 じ て 本 体 事 業 所 に お い て 宿

直 勤 務 を 行 う 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 従 業 者 又 は 看 護 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 従 業 者 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 基 準 条 例 第 1 9 3条 第 1項 に 規 定 す る

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を

い う 。 )に よ り 当 該 サ テ ラ イ ト 型 指 定 介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

の 登 録 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認

め られ ると きは、夜 間及 び深 夜の 時間帯

を 通 じ て 宿 直 勤 務 を 行 う 介 護 予 防 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 か な い

こ とが でき る。  

9 （略）  9 （略）  

1 0  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 者は、登録者 に係 る指 定介 護予防

サ ー ビ ス 等 (法 第 8条 の 2第 1 8項 に 規 定 す

る 指定 介護 予防サ ービ ス等 をい う。以下

同 じ。)の利 用に 係る計 画及 び第 69条第 3

号 に 規 定 す る 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 計 画 の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介

護 支援 専門 員を置 かな けれ ばな らない。

た だし 、当 該介 護支援 専門 員は 、利 用者

1 0  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 者は、登録者 に係 る指 定介 護予防

サ ー ビ ス 等 (法 第 8条 の 2第 1 8項 に 規 定 す

る 指定 介護 予防サ ービ ス等 をい う。以下

同 じ。)の利 用に 係る計 画及 び第 69条第 3

号 に 規 定 す る 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 計 画 の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介

護 支援 専門 員を置 かな けれ ばな らない。

た だし 、当 該介 護支援 専門 員は 、利 用者
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の 処遇 に支 障がな い場 合は、当該 指定介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

の 他の 職務 に従事 し、又 は当 該指 定介護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

併 設 す る 第 6項 各 号          

                 

                 

          に 掲 げ る 施 設 等

の 職務 に従 事する こと がで きる 。  

の 処遇 に支 障がな い場 合は、当該 指定介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

の 他の 職務 に従事 し、又 は当 該指 定介護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に

併 設 す る 第 6項 の 表 の 当 該 指 定 介 護 予 防

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄

に 掲 げ る 施 設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ

て い る 場 合 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等

の 職務 に従 事する こと がで きる 。  

11～ 13 （ 略）  11～ 13 （ 略）  

(管 理者 ) (管 理者 ) 

第 4 7条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 事業 者は、指 定介 護予 防小 規模多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 専 ら そ の

職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な

け れば なら ない。ただし 、当 該管理 者は 、

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業所 の管 理上支 障が ない 場合 は、当該

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業所 の他 の職務 に従 事し、又は 当該指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 併 設 す る 前 条 第 6項 各 号     

                 

                 

               に 掲

げ る 施 設 等 の 職 務 若 し く は 同 一 敷 地 内

の 指定 定期 巡回・随 時対 応型 訪問 介護看

護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準

条 例 第 8条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡

回・随時 対応 型訪問 介護 看護 事業 所をい

う 。)の 職務 (当 該指定 定期 巡回・随 時対

応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 に 係 る 指 定 定

期 巡回・随時 対応型 訪問 介護 看護 事業者

(同 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対

応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 者 を い う 。 )が 、

指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 者 (指 定 地

域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 4 9条 第 1項

に 規 定 す る 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事

業 者を いう 。)、指定訪 問介 護事 業者 (指

定 居宅 サー ビス等 の事 業の 人員、設備及

び 運 営 に 関 す る 基 準 (平 成 1 1年 厚 生 省 令

第 37号 。以下「指 定居宅 サー ビス 等基準 」

第 4 7条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 事業 者は、指 定介 護予 防小 規模多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 専 ら そ の

職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な

け れば なら ない。ただし 、当 該管理 者は 、

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業所 の管 理上支 障が ない 場合 は、当該

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業所 の他 の職務 に 従 事し、又は 当該指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 併 設 す る 前 条 第 6項 の 表 の 当 該 指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の い ず れ か

が 併 設 さ れ て い る 場 合 の 項 の 中 欄 に 掲

げ る施 設等 の職務 、      同 一敷 地内の

指 定定 期巡 回・随時 対応 型訪 問介 護看護

事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条

例 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡

回・随時 対応 型訪問 介護 看護 事業 所をい

う 。)の 職務 (当 該指定 定期 巡回・随 時対

応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 に 係 る 指 定 定

期 巡回・随時 対応型 訪問 介護 看護 事業者

(同 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対

応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 者 を い う 。 )が 、

指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 者 (指 定 地

域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 4 9条 第 1項

に 規 定 す る 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事

業 者を いう 。)、指定訪 問介 護事 業者 (指

定 居宅 サー ビス等 の事 業の 人員、設備及

び 運 営 に 関 す る 基 準 (平 成 1 1年 厚 生 省 令

第 37号 。以下「指 定居宅 サー ビス 等基準 」
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と い う 。 )第 5条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 訪

問 介 護 事 業 者 を い う 。 )又 は 指 定 訪 問 看

護 事 業 者 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 6 0

条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者

を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 指 定 を 併 せ て 受

け 、 一 体 的 な 運 営 を 行 っ て い る 場 合 に

は 、これら の事 業に係 る職 務を 含む 。) 

                                   

                                   

                                   

            に 従 事 す る こ と が で き る

も のと する 。  

と い う 。 )第 5条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 訪

問 介 護 事 業 者 を い う 。 )又 は 指 定 訪 問 看

護 事 業 者 (指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 6 0

条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者

を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 指 定 を 併 せ て 受

け 、 一 体 的 な 運 営 を 行 っ て い る 場 合 に

は 、 こ れ ら の 事 業 に 係 る 職 務 を 含 む 。 )

若 し く は 法 第 1 1 5条 の 4 5第 1項 に 規 定 す

る 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 (同

項 第 1号 ニ に 規 定 す る 第 1号 介 護 予 防 支

援 事 業 を 除 く 。 )に 従 事 す る こ と が で き

る もの とす る。  

2 （略）  2 （略）  

3  前 2項 の 管 理 者 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー

ム 、 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー (老 人 福

祉 法 第 2 0条 の 2の 2に 規 定 す る 老 人 デ イ

サ ービ スセ ンター をい う 。以下 同じ 。)、

介 護老 人保 健施設、指定 認知 症対 応型共

同 生活 介護 事業所、指定 複合 型サ ービス

事 業 所                              

                                   

                                  

 、 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 等 の 従 業 者 又 は 訪 問 介 護 員 等

(介 護 福 祉 士 又 は 法 第 8条 第 2項 に 規 定 す

る 政 令 で 定 め る 者 を い う 。 次 条 、 第 7 4

条 第 2項及 び第 75条 にお いて 同じ。)と し

て 3年 以 上 認 知 症 で あ る 者 の 介 護 に 従 事

し た経 験を 有する 者で あっ て、別 に町長

が 定 め る 研 修 を 修 了 し て い る も の で な

け れば なら ない。  

3  前 2項 の 管 理 者 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー

ム 、 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー (老 人 福

祉 法 第 2 0条 の 2の 2に 規 定 す る 老 人 デ イ

サ ービ スセ ンター をい う 。以下 同じ 。)、

介 護老 人保 健施設、指定 認知 症対 応型共

同 生活 介護 事業所、指定 複合 型サ ービス

事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 条

例 第 1 9 5条 に 規 定 す る 指 定 複 合 型 サ ー ビ

ス 事業 所を いう 。次条 にお いて 同じ 。)、

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 等 の 従 業 者 又 は 訪 問 介 護 員 等 (介

護 福 祉 士 又 は 法 第 8条 第 2項 に 規 定 す る

政 令で 定め る者を いう 。次条 、第 74条第

2項 及 び 第 75条 に お い て 同 じ 。 )と し て 3

年 以 上 認 知 症 で あ る 者 の 介 護 に 従 事 し

た 経験 を有 する者 であ って、別に 町長が

定 め る 研 修 を 修 了 し て い る も の で な け

れ ばな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(登 録定員 及び 利用 定員 ) (登 録定員 及び 利用 定員 ) 

第 4 9条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 事 業 所 は 、 そ の 登 録 定 員 (登 録 者

の 数 (当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 者 が 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅介 護事 業者の 指定 を併 せて 受け、か

つ、指定 介護 予防小 規模 多機 能型 居宅介

護 の 事 業 と 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一

体 的に 運営 されて いる 場合 にあ っては、

第 4 9条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 事 業 所 は 、 そ の 登 録 定 員 (登 録 者

の 数 (当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 者 が 指 定 小 規 模 多 機 能 型

居 宅介 護事 業者の 指定 を併 せて 受け、か

つ、指定 介護 予防小 規模 多機 能型 居宅介

護 の 事 業 と 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一

体 的に 運営 されて いる 場合 にあ っては、
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登 録 者 の 数 及 び 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ

ス 基 準 条 例 第 8 4条 第 1項 に 規 定 す る 登 録

者 の 数 の 合 計 数 )の 上 限 を い う 。 以 下 こ

の 章に おい て同じ。)を 25人 (サ テラ イト

型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 所に あって は、18人 )以下 とす る。 

登 録 者 の 数 及 び 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ

ス 基 準 条 例 第 8 4条 第 1項 に 規 定 す る 登 録

者 の 数 の 合 計 数 )の 上 限 を い う 。 以 下 こ

の 章に おい て同じ。)を 29人 (サ テラ イト

型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 所に あって は、18人 )以下 とす る。 

2  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 は 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 に お い

て、通い サー ビス及 び宿 泊サ ービ スの利

用 定 員 (当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 事 業 所 に お け る サ ー ビ ス ご

と の 1日 当 た り の 利 用 者 の 数 の 上 限 を い

う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 )を 定 め

る もの とす る。  

2  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事 業 所 は 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 に お い

て、通い サー ビス及 び宿 泊サ ービ スの利

用 定 員 (当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 事 業 所 に お け る サ ー ビ ス ご

と の 1日 当 た り の 利 用 者 の 数 の 上 限 を い

う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 )を 定 め

る もの とす る。  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人 (                         

                                 

                                 

                          サ テ ラ

イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 に あ っ て は 、 1 2人 )ま

で  

( 1 ) 通 い サ ー ビ ス  登 録 定 員 の 2分 の 1

か ら 1 5人 (登 録 定 員 が 2 5人 を 超 え る 指

定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

事 業 所 に あ っ て は 、 登 録 定 員 に 応 じ

て 、次の表 に定 める利 用定 員、サテ ラ

イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業 所 に あ っ て は 、 1 2人 )ま

で  

（ 加え る）  登 録定 員  26人又 は 27人  28人  29人  

利 用定 員  16人  17人  18人  
 

(2) （略 ）  (2) （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

(居 住機能 を担 う併 設施 設等 への 入 居 ) (居 住機能 を担 う併 設施 設等 への 入居 ) 

第 6 5条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 事業 者は 、可能 な限 り、利用 者が

そ の 居 宅 に お い て 生 活 を 継 続 で き る よ

う 支援 する ことを 前提 とし つつ、利用者

が 第 4 6条 第 6項 各 号 に 掲 げ る 施 設 等 そ の

他 の施 設へ 入所等 を希 望し た場 合は、円

滑 に そ れ ら の 施 設 へ 入 所 等 が 行 え る よ

う、必要 な措 置を講 ずる よう 努め るもの

と する 。  

第 6 5条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介護 事業 者は 、可能 な限 り、利用 者が

そ の 居 宅 に お い て 生 活 を 継 続 で き る よ

う 支援 する ことを 前提 とし つつ、利用者

が 第 4 6条 第 6項     に 掲 げ る 施 設 等 そ の

他 の施 設へ 入所等 を希 望し た場 合は、円

滑 に そ れ ら の 施 設 へ 入 所 等 が 行 え る よ

う、必要 な措 置を講 ずる よう 努め るもの

と する 。  

～ 略～  ～ 略～  

(準 用 ) (準 用 ) 

第 67条  第 13条か ら第 17条 まで 、第 23条 、

第 25条 、第 26条 、第 28条 、第 30条及 び第

3 3条 か ら 第 4 0条 ま で の                

第 67条  第 13条か ら第 17条 まで 、第 23条 、

第 25条 、 第 26条 、 第 28条 、 第 30条 、 第 3

3条 か ら 第 3 8条 ま で 、 第 39条 (第 4項 を 除
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              規 定は、指定 介護 予防小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事 業 に つ い て

準 用す る。この 場合に おい て、第 13条第

1項 中 「 第 2 9条 に 規 定 す る 運 営 規 程 」 と

あ るの は「第 59条に 規定 する 重要 事項に

関 する 規程 」と 、「 介護 予防 認知 症対応

型 通所 介護 従業者 」と ある のは「介 護予

防 小規 模多 機能型 居宅 介護 従業 者」と、

第 28条 中「介 護予防 認知 症対 応型 通所介

護 従業 者」とあ るのは「 介護予 防小 規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」 と 、 同 条 第 2

項 中 「 こ の 節 」 と あ る の は 「 第 5章 第 4

節 」と 、第 30条 、第 34条 並び に第 35条第

1項 及び第 2項中「介 護予 防認 知症 対応型

通 所介 護従 業者 」とあ るの は「 介護 予防

小 規模 多機 能型居 宅介 護従 業者」と読み

替 える もの とする 。  

く 。 )及 び 第 4 0条 規 定 は 、 指 定 介 護 予 防

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 事 業 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 1 3

条 第 1項中「 第 29条に規 定す る運 営規程 」

と ある のは「 第 59条 に規 定す る重 要事項

に 関す る規 程」と、「介 護予 防認 知症対

応 型通 所介 護従業 者」と あるの は「介護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」

と 、第 28条 中「介護 予防 認知 症対 応型通

所 介護 従業 者」とある のは「介 護予 防小

規 模多 機能 型居宅 介護 従業 者」と 、同条

第 2項中「この 節 」とあ るの は「 第 5章第

4節 」 と 、 第 30条 、 第 3 4条 並 び に 第 3 5条

第 1項及び 第 2項中「 介護 予防 認知 症対応

型 通所 介護 従業者 」と ある のは「介 護予

防 小規 模多 機能型 居宅 介護 従業 者」と読

み 替え るも のとす る。  

(指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

の 基本 取扱 方針 ) 

(指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

の 基本 取扱 方針 ) 

第 68条  （ 略）  第 68条  （ 略）  

2  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 者は、自らそ の提 供す る指 定介護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 質 の 評

価 を行 うと ともに、定期 的に 外部 の者に

よ る評 価を 受けて 、それ らの 結果 を公表

し、常に その 改善を 図ら なけ れ ば ならな

い 。  

2  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 事業 者は、自らそ の提 供す る指 定介護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 質 の 評

価 を 行 い                            

                 、 そ れ ら の 結 果 を 公

表 し、常 にそ の改善 を図 らな けれ ばなら

な い。  

3～ 5 （略 ）  3～ 5 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

第 7 2条  指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス に 該 当 す る 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共

同 生 活 介 護 (以 下 「 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 共 同 生 活 介 護 」 と い う 。 )の 事 業

は、その 認知 症であ る利 用者 が可 能な限

り 共 同 生 活 住 居 (法 第 8条 の 2第 17項 に 規

定 する 共同 生活を 営む べき 住居 をいう。

以 下 同 じ 。 )に お い て 、 家 庭 的 な 環 境 と

地 域住 民と の交流 の下 で入 浴、 排せつ、

食 事 等 の 介 護 そ の 他 の 日 常 生 活 上 の 支

援 及び 機能 訓練を 行う こと によ り、利用

者 の心 身機 能の維 持回 復を 図り、もって

第 7 2条  指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス に 該 当 す る 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共

同 生 活 介 護 (以 下 「 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 共 同 生 活 介 護 」 と い う 。 )の 事 業

は、その 認知 症であ る利 用者 が可 能な限

り 共 同 生 活 住 居 (法 第 8条 の 2第 15項 に 規

定 する 共同 生活を 営む べき 住居 をいう。

以 下 同 じ 。 )に お い て 、 家 庭 的 な 環 境 と

地 域住 民と の交流 の下 で入 浴、 排せつ、

食 事 等 の 介 護 そ の 他 の 日 常 生 活 上 の 支

援 及び 機能 訓練を 行う こと によ り、利用

者 の心 身機 能の維 持回 復を 図り、もって
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利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目

指 すも ので なけれ ばな らな い。  

利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目

指 すも ので なけれ ばな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

第 7 6条  指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同

生 活介 護事 業所は、共同 生活 住居 を有す

る もの とし 、そ の数は 1又は 2と する 。  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                              

第 7 6条  指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同

生 活介 護事 業所は、共同 生活 住居 を有す

る もの とし 、そ の数は 1又は 2と する 。た

だ し、指 定介 護予防 認知 症対 応型 共同生

活 介 護 事 業 所 に 係 る 用 地 の 確 保 が 困 難

で あ る こ と そ の 他 地 域 の 実 情 に よ り 指

定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

事 業 所 の 効 率 的 運 営 に 必 要 と 認 め ら れ

る 場合 は、一 の事業 所に おけ る共 同生活

住 居の 数を 3と する こと がで きる 。  

2～ 7 （略 ）  2～ 7 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

(準 用 ) (準 用 ) 

第 8 8条  第 1 3条 、 第 1 4条 、 第 1 6条 、 第 1 7

条 、第 25条 、第 26条、第 28条、第 33条か

ら 第 36条ま で、第 38条か ら第 40条 まで   

               、第 58条、第 61条、第 6

3条 及 び 第 6 4条 の 規 定 は 、 指 定 介 護 予 防

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 事 業 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 1

3条 第 1項 中 「 第 2 9条 に 規 定 す る 運 営 規

程 」とある のは「第 82条 に規 定す る重要

事 項に 関す る規程 」と 、「介護 予防 認知

症 対 応 型 通 所 介 護 従 業 者 」 と あ る の は

「 介護 従業 者」と、第 28条 中「 介護 予防

認 知症 対応 型通所 介護 従業 者」と あるの

は 「 介 護 従 業 者 」 と 、 同 条 第 2項 中 「 こ

の 節」とあ るの は「第 6章第 4節 」と 、第

34条並 びに 第 35条 第 1項 及び 第 2項中「 介

護 予防 認知 症対応 型通 所介 護従 業者」と

あ るの は「 介護 従業者 」と 、第 58条 及び

第 6 1条 第 1項 中 「 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居宅 介護 従業者 」と ある のは「介 護従

業 者」と 、同条 中「 指定 介護 予防 小規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 」 と あ る の は

「 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護 事 業 者 」 と 、 第 64条 第 1項 中 「 介 護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に つ い て

第 8 8条  第 1 3条 、 第 1 4条 、 第 1 6条 、 第 1 7

条 、第 25条 、第 26条、第 28条、第 33条か

ら 第 36条ま で、第 38条 、第 39条 (第 4項を

除 く。 )、第 40条、第 58条、第 61条 、第 6

3条 及 び 第 6 4条 の 規 定 は 、 指 定 介 護 予 防

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 事 業 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 1

3条 第 1項 中 「 第 2 9条 に 規 定 す る 運 営 規

程 」とある のは「第 82条 に規 定す る重要

事 項に 関す る規程 」と 、「介護 予防 認知

症 対 応 型 通 所 介 護 従 業 者 」 と あ る の は

「 介護 従業 者」と、第 28条 中「 介護 予防

認 知症 対応 型通所 介護 従業 者」と ある の

は 「 介 護 従 業 者 」 と 、 同 条 第 2項 中 「 こ

の 節」とあ るの は「第 6章第 4節 」と 、第

34条並 びに 第 35条 第 1項 及び 第 2項中「 介

護 予防 認知 症対応 型通 所介 護従 業者」と

あ るの は「 介護 従業者 」と 、第 58条 及び

第 6 1条 第 1項 中 「 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居宅 介護 従業者 」と ある のは「介 護従

業 者」と 、同条 中「 指定 介護 予防 小規模

多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 」 と あ る の は

「 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活

介 護 事 業 者 」 と 、 第 64条 第 1項 中 「 介 護

予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に つ い て
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知 見を 有す る者 」とあ るの は「 介護 予防

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に つ い て 知

見 を有 する 者」と、「通 いサ ービ ス及び

宿 泊サ ービ スの提 供回 数等 の活 動状況」

と ある のは「活 動状況 」と読み 替え るも

の とす る。  

知 見を 有す る者 」とあ るの は「 介護 予防

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に つ い て 知

見 を有 する 者」と、「通 いサ ービ ス及び

宿 泊サ ービ スの提 供回 数等 の活 動状況」

と ある のは「活 動状況 」と読み 替え るも

の とす る。  

～ 略～  ～ 略～  

 

(附 則 ) 

 

附 則 

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 


